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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（中村芳隆議員） おはようございます。 

  散会前に引き続き、本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は26名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（中村芳隆議員） 本日の議事日程は、お手

元に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎会派代表質問 

○議長（中村芳隆議員） 日程第１、会派代表質問

を行います。 

  質問通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 君 島 一 郎 議員 

○議長（中村芳隆議員） 初めに、ＴＥＡＭ那須塩

原、16番、君島一郎議員。 

○１６番（君島一郎議員） おはようございます。 

  ＴＥＡＭ那須塩原代表、16番、君島一郎、通告

に基づきまして代表質問をさせていただきます。 

  初めに、平成28年度市政運営方針について。 

  市長は、昨年12月27日の市長選挙において多く

の市民から支援を受け、１月22日に新市長に就任

いたしました。11万7,000人の市民は、市長が選

挙で訴えた「市民の立場に立ち、市民と同じ目線

で、公平・公正な市民優先の市政運営」に大きな

期待をしております。 

  そこで、平成28年度市政運営方針についてお伺

いをいたします。 

  まず、基本姿勢の第１で「人が基本という視点

で」とありますが、どのようなことかお伺いをい

たします。また、「県北の中心都市となるべくま

ちづくりを進める」とはどのようなイメージを描

いているのかお伺いいたします。 

  次に、予算編成の基本的な考え方から、社会保

障関係経費や市民生活に密着した経常経費は年間

所要見込み額を計上し、投資的経費は各計画に基

づき計上し、高齢者外出支援タクシー料金助成等

公約事業や政策的経費は喫緊の課題への対応に必

要な額を計上とあります。各計画に計上されてい

ないが、議会一般質問等で具体的に事業実施を答

弁している事務事業の扱いをどのように考えてい

るのかお伺いをいたします。 

  最後に、平成28年度の主要事業から、第１の柱

の中で「（仮称）公共施設等総合管理計画」とは

どのような計画をお考えなのかお伺いをいたしま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 16番、君島一郎議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） おはようございます。 

  ＴＥＡＭ那須塩原、16番、君島一郎議員の会派

代表質問にお答えをいたします。 

  まず、１の平成28年度市政運営方針についてお

答えをさせていただきます。 

  初めに、「人が基本という視点で」についてで

すが、今、私たちを取り巻く状況は、人口減少や

貧困という言葉に代表されるように、必ずしも明

るい未来を予感させるものだけではありません。 

  そうした中、市政を運営していく上で一番重要

なことは、ここ那須塩原市に住む人々の幸せであ

り、ここに住み集う全ての人々が笑顔に満ちあふ
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れ、安心して住み続けられることであります。 

  そのためにも、まず市民の皆様の立場に立って

考え、そして市民第一の取り組みを推進していく

上では、人生における乳幼児期、学齢期、青年期、

壮年期、老年期などの各段階に応じた施策と、さ

らには世代を超えた人の結びつきや助け合いを醸

成する施策の展開が、先行き不透明な今日の時代

であるからこそ非常に重要であると認識をしてお

ります。 

  私は、本市に生活する皆さんを一番に考え、市

民の声を聞き、市民とともに考え、市民優先の市

政運営を実現するため、粉骨砕身、努めてまいり

ます。 

  次に、県北の中心都市となるべくまちづくりの

イメージについてですが、本市は、酪農業におい

ては生乳生産量本州一を誇り、観光においては塩

原温泉や板室温泉を初めとする貴重な資源を有し

ているなど、農畜産業、観光業、商業、工業など

多彩な産業がバランスよく展開をされており、鉄

道や主要な道路などの交通網が形成され地域交通

の要衝となっているほか、明治期を中心とした開

拓・開墾の歴史など、恵まれた地域特性を有して

おります。 

  これらの地域資源を生かし本市の魅力をさらに

高めていくため、国や県、そして近隣市町との信

頼関係と連携をさらに深め一体となって施策を展

開していくことにより本市の魅力にさらなる磨き

をかけ、あらゆる面において、名実ともに県北の

中心となるべくまちづくりを進めてまいりたいと

考えております。 

  次に、計画に計上されていないが、議会一般質

問等で具体的に事業実施を答弁している事務事業

の扱いについてですが、事業の必要性や実施の時

期などについて検討を行い、事業内容や経費の精

査を十分に行った上で今後の予算に計上してまい

りたいと考えております。 

  最後に、（仮称）公共施設等総合管理計画につ

いてお答えいたします。 

  将来に向けて持続可能な行政運営を行っていく

には、いかに公共施設等の維持管理や更新にかか

る費用を削減するかということが大きな課題であ

ると認識をしており、公共施設等全体の状況を的

確に把握し、更新、統合、長寿命化など計画的に

行っていく（仮称）公共施設等総合管理計画の策

定が必要であると思っております。 

  既に計画策定に向けてこれまで行われてきた取

り組みにつきましては、継続して進めてまいりた

いと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 16番、君島一郎議員。 

○１６番（君島一郎議員） それでは、順次再質問

をさせていただきます。 

  まず、人が基本という視点からお伺いをしたい

と思います。 

  今までは、人口減少対策などは、自然増の施策

よりも他市町村からの転入者による増加の施策が

中心に思えましたが、君島市長は本市に生活をす

る皆さんを一番に考えるということで、市民優先

の市政運営とご答弁をいただきましたが、これら

は、転入者だけではなく以前から住んでいる市民

も含め、全市民に公平な市政運営を考えていると

いうことでよろしいのかお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 再質問をいただきました。 

  まず、私の考え方、基本は、今現在、市に住ん

でいらっしゃる市民の方々を基本、それを考えて

おります。さらに、現在、人口減少というふうな

状況が起きております。定住促進、そういったも

のにも力を入れてまいりたいと考えているところ
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でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 16番、君島一郎議員。 

○１６番（君島一郎議員） それから、各段階的に

応じた施策ということでご答弁をいただきました

が、幼年期、それから高齢者、これらについては

ある程度、私のほうでも察しはつくところでござ

いますが、青年期、壮年期、こういった方に対す

る施策というものはどのようなものを考えている

のかお伺いをしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 各世代に合った施策、そうい

ったものが具体的にあるんだろうというふうに思

っております。これから内容につきましては庁内

で十分に検討をした上、議会の皆さんと協議をし

ながら事業展開を図っていければというふうに考

えております。青年期、壮年期おのおのやはりラ

イフスタイルが違ってきておりますので、それに

合うような具体的な施策を考えてまいりたいと思

っております。 

○議長（中村芳隆議員） 16番、君島一郎議員。 

○１６番（君島一郎議員） 次に、地域資源を生か

し、国・県、近隣市町との連携を深め、本市の魅

力を磨き、あらゆる面において県北の中心となる

べくまちづくりを進めたいというご答弁をいただ

きましたが、交通網については理解できますが、

ほかのもの、地域の資源を生かしたり近隣市町と

の連携という部分で、本市が県北の中心となるべ

きまちづくりにどういうふうにかかわってくるの

か、具体的にご答弁をいただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 私どもが今住んでおります那

須塩原市、大変魅力にあふれた市であると私は考

えております。 

  そうした中で、那須地域の中心市となるべき資

質を備えている自治体であると私は考えておりま

す。いろいろな資源がございます。まだまだ開発

をされていない資源というのはたくさんあると思

います。これについてはさらに発掘をし磨きをか

ける、そういった施策が必要になってくるのであ

ろうと私は思っております。 

  多くの恵まれた資源を那須塩原は持っておりま

すので、これらについて、今現在あるものについ

てもやはりきちんとさらに魅力をアップさせる、

新たな資源についてもこれから発掘をしていく、

そしてこれについても市外に発信ができるような、

そういった施策を展開できればというふうに考え

ております。 

○議長（中村芳隆議員） 16番、君島一郎議員。 

○１６番（君島一郎議員） 何となくイメージ的に

つかめたところでございます。答弁している事務

事業及び（仮称）公共施設等につきましては了解

をしましたので、次に災害時の対応についてお伺

いをしたいと思います。 

  現在、市では、各自治会に自主防災組織の設置

を推進しております。昨年９月９日から10日の台

風18号による関東・東北豪雨では、塩原支所やハ

ロープラザ、金沢小学校への避難勧告が出されて

いました。 

  しかし、自主防災組織には情報も連絡もなく、

防災組織としての活動ができなかったそうです。

せっかく設置された組織ですから、市、消防等と

の連携を密にし、有事の際には最小限の被災にす

べきと思いますが、市長の考え方をお伺いたしま

す。 

  また、当災害では、給水管が被災を受け断水が

続いたため、水道もトイレも使えませんでした。

給水車、仮設トイレを設置していただきましたが、

高齢者世帯では自動車もなく水をとりに行くこと
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もできない世帯もありました。高齢者世帯でも利

用できるよう配慮すべきと思いますが、市長の考

え方をお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 16番、君島一郎議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） ２の災害時の対応についてお

答えをいたします。 

  初めに、自主防災組織との連携についてですが、

災害による被害の防止や軽減を図るためには、共

助の組織であります自主防災組織の活動は重要で

あると認識をしており、市では自主防災組織の結

成促進、活動の推進を図っているところでありま

す。 

  そのような中、昨年９月の関東・東北豪雨災害

において情報伝達が十分でなく、自主防災組織と

の連携が図れなかったことは反省点の一つであり

ます。 

  今回の災害対応につきましては、市災害対策本

部会議において検証を行い、今後の対応方針を決

定したところでありますが、その中で、既存の塩

原支所災害対応マニュアルの補完編を新たに策定

し、災害の状況に応じた具体的な行動内容を時系

列に整理し、自主防災組織への情報伝達について

も明確に位置づけたところであります。 

  災害発生時には、自主防災組織が災害状況に応

じた適切な活動を行うことができるよう、自主防

災組織との連携強化に努めてまいります。 

  次に、高齢者世帯への配慮についてですが、断

水対応といたしまして、最大３カ所の給水所によ

る給水活動に加え、要介護、要支援の認定を受け

ている高齢者世帯や障害者のみの世帯等を対象と

し、個別給水を実施したところであります。 

  その内容としましては、市職員と市社会福祉協

議会職員が対象世帯に伺い、１世帯当たり６ℓ入

り給水パック２袋と世帯１人当たり500mℓ入りペ

ットボトル６本を合計65世帯に配付いたしました。 

  今後におきましても、要介護、要支援の認定を

受けている高齢者世帯や障害者のみの世帯等に配

慮した対応に努めてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 16番、君島一郎議員。 

○１６番（君島一郎議員） ただいま市長のほうか

らは、自主防災組織との連携がとれなかった部分

につきまして反省点であるということのご答弁を

いただきました。 

  そしてまた、平成27年度塩原支所災害対応マニ

ュアルの補完編というものを策定して実施を今後

はしていくというご答弁をいただきました。 

  また、高齢者世帯あるいは障害者のみの世帯に

おきましては、給水パック、そしてペットボトル

を配付するなどの対応をしたということでござい

ます。 

  今後の災害に対しましては、今回の災害を教訓

に、自主防災組織、それから消防、市との連携の

対応を期待しまして、私の代表質問を終了させて

いただきます。大変ありがとうございました。 

○議長（中村芳隆議員） 以上でＴＥＡＭ那須塩原

会派代表質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 吉 成 伸 一 議員 

○議長（中村芳隆議員） 次に、公明クラブ、17番、

吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） おはようございます。 

  会派公明クラブ、吉成伸一です。 

  それでは、会派代表質問を行います。 

  １、君島寛市長の掲げる政治信条についてまず

お伺いをいたします。 
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  今、地方の抱える問題は、人口減少、少子高齢

化、雇用など多岐にわたります。国は、地方創生

に取り組むためにまち・ひと・しごと創生本部を

設置し、課題に積極的に取り組む姿勢を見せてい

ます。国・県の支援はもとより必要不可欠ですが、

主体である地方の力が問われています。 

  この難局を乗り切るには首長のリーダーシップ

が求められます。多くの市民の皆様のご支援をい

ただき当選された君島寛市長の政治信条について

お伺いをいたします。 

  また、市政運営方針の「むすびに」の中で、君

島市長は、アメリカ合衆国第16代大統領リンカー

ンの名言である「意志あるところ道は開ける」を

視座に据えられています。その思いをお伺いいた

します。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 公明クラブ、吉成伸一議員の

会派代表質問にお答えをいたします。 

  まず、私の政治信条についてお答えをいたしま

す。 

  私は、公約として目指すべき市政運営の３つの

基本理念を掲げております。 

  その１つ目は、本市に住み生活する市民の皆様

を一番に考える市民優先の市政運営であります。 

  人が基本という視点でまちづくりを進めていく

中で、市民の皆様の人生における幼児期、青年期、

壮年期などの段階や家族生活における新婚期、育

児期、老夫婦期などの段階など、各段階に応じて

市民の立場に立ち、市民ニーズにきめ細やかに対

応し、市民優先の市政運営を行ってまいりたいと

考えております。 

  また、各段階に応じた施策展開にとどまらず、

それぞれの段階に生きる人々の結びつきや人と人

とのつながり、助け合いの心を大切に支えていく

とともに、自分を磨き、地域で輝く人を全力で応

援し、市民の皆様の笑顔で満ちあふれ、楽しく生

活できる地域を築いてまいります。 

  また２つ目は、国や県との関係を大事に、近隣

市町とも手を携え、しっかりとしたきずなで結ば

れた市政運営であります。 

  本市が有する自然、観光、交通、産業などの多

彩な資源を生かしさらなる魅力を発掘するととも

に、国や県との信頼関係、つながりをさらに深め、

近隣市町ともしっかりと手を携え、きずなを深め

ることにより本市の魅力にさらなる磨きをかけ、

あらゆる面において県北の中心となるべくまちづ

くりを進めてまいります。 

  そして３つ目は、公平・公正で健全な市政運営

であります。 

  私は、市民の皆様に信頼される市政を実現して

いくためには、公正の確保と透明性の向上が求め

られると考えております。施策を実施していく中

においては、より多くの市民の皆様からの声や意

見を異にする人々の声を大切に、そして真摯に受

けとめ、公平・公正で健全な市政運営を行ってま

いります。 

  この３つの理念に基づき市政運営を進めていく

に当たっては、市民の皆様の声を丁寧にお聞きし

じっくりと議論をするとともに、十分な説明責任

を果たしていくことが基本であると考えておりま

す。そして、より一層まちの魅力を高めるための

施策を市民の皆様と力を合わせながら着実に進め

てまいりたいと考えております。 

  次に、「意志あるところ道は開ける」という視

座に込めた思いについてお答えをいたします。 

  将来の展望においては、人口減少や少子高齢化

の進展、またそれらに伴う税収の減少や社会保障

費の増大など、厳しい財政状況が見込まれており
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ます。私は、どんな困難な道でも、それをやり遂

げる意志さえあれば必ず道は開けると信じており

ます。 

  喫緊の対応を要する行政課題が山積する状況の

中で、今後もさらなる厳しい局面や多くの困難が

待ち受けているものと予想されますが、そのよう

な中にあっても那須塩原市への熱い思いを持って、

那須塩原市の未来のために私を中心として職員が

一丸となって努力し、諦めずに継続し、真摯にひ

たむきに行政運営に取り組んでいきたいという思

いを、「意志あるところ道は開ける」という言葉

に思いを込めたものであります。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） ただいま市長から丁寧

な答弁をいただきました。何点か再質問をさせて

いただきます。 

  ただいま君島市長の政治指針が語られたわけで

すけれども、それらは今回の市政運営方針の基本

姿勢の中で述べられた市政運営の３つの基本理念

を踏襲した形で今答弁をいただいたと、そのよう

に思いますが、その中の第１点としては、那須塩

原市に住み生活する市民の皆さんを一番に考える

市民優先の市政運営、この点ですけれども、君島

代表の質問でもありましたけれども、人生を幼児

期、それから青年期、壮年期、そのように分けた

捉え方、それからもう一つは、家族を持って新婚

生活があって、次に育児の時代があって、そして

老後の生活がある、この３つの時代、段階に分け

てただいま答弁いただいたわけですけれども、そ

れらの言うなれば形の違ったものに対してどうい

ったニーズがあるかということを把握するのが非

常に大変な、これは仕事になってくるんだろうと

思うんです。 

  その把握する手段としては今どのようなことを

考えてらっしゃるのか、まずはお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 各階層によっていろいろ考え

方を持っている方がいらっしゃるわけですけれど

も、その階層別、それらに対するやはりアンケー

ト、意向調査、そういったものが必要なんであろ

うと思いますし、私も折に触れて地域に出向いて

いき、そして市民の皆様方のお声をお聞きすると、

そういった対応でこれから臨んでいきたいという

ように思っております。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） それでは、次の２点目

としては、国と県の関係を大切に、近隣市町とも

手を携えて、しっかりしたきずなで結ばれた市政

運営を行っていきますということですが、この中

で国や県との関係について、これまでの市政運営

をどういうふうに市長としては捉えていたのか、

そして、今後、君島市長のもとでこの関係をどの

ような形で強固なものにしていくのか、その決意

的なものをお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 国あるいは県との関係、これ

が今までの市政で全くなかったわけではないと、

必要なものについては今までもやってこられたと

いう状況に私はあると思っております。今回、私

が市長になりました後、さらにこの関係を深めて

まいりたいと考えております。 

  国あるいは県、そういったおのおののステージ

で活躍をされている方々がいらっしゃるわけです。

こういった方々と今まで築いてきた信頼関係、パ

イプを持ってきちんとこれをつないでいきたいと、

これが将来的には那須塩原市のやはり市政運営に

も大変役に立ってくるんだろうというように思っ
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ているところであります。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） それでは、３つ目の公

正・公平で健全な市政運営、公正の確保と透明性

の向上ということで答弁がございました。その中

で、多くの人はどうしても自分の考えと違う考え

の方を避けてしまう傾向があるんだと思うんです。 

  そういった中で、先ほどの答弁からは、考えの

違った人たちの声も大切にするという、非常に心

の大きな対応をしていきますよという答弁がござ

いました。この点に関しての市長の思いをお聞か

せください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 私に賛同をいただける市民の

方々ばかりではないというふうに私は思っており

ますし、反対の意見をお持ちの市民の方々もたく

さんいらっしゃるわけでございます。そういった

方々にもきちんとした形で面会し、あるいは耳を

傾ける、そういった姿勢が私は大変必要なんだろ

うというように思っております。 

  最終的には、多くの意見をいただいた上、これ

をもって判断をさせていただいて、行政運営、施

策の決定に当たっていきたいというように思いま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） よくわかりました。 

  市長が座右の銘として掲げています「意志ある

ところ道は開ける」、これを市長が座右の銘にし

た経緯、例えば非常に厳しい試練を経験してそれ

がきっかけとなったとか、よくあるのは、やはり

本なんかを読んで非常に感動してそれが自分の座

右の銘になった、そういったことがあると思うん

ですが、市長はどうしてこれを座右の銘にされた

のでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 私は、40年間、市の職員とし

て奉職をさせていただいた立場でございました。

この40年間の中で、仕事に対して誠心誠意取り組

んできたわけでございますけれども、今考えます

と、やはり失敗のほうが多かったかなという思い

がございます。 

  ただし、この失敗を糧に、先ほどから申し上げ

ております「意志あるところ道は開ける」、そう

いった思いをずっと持ち続けながら今までやって

まいりました。いろいろな失敗の上に、やはり意

志を強固に持つということが一番大切なんだろう

と私は思います。 

  ですから、今までくじけずにここまでよく来ら

れたなというような思いを込めた形で、私はこの

言葉を視座に据えたというような状況でございま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 私はもっと多い失敗を

しているんですが、これから、先ほどあったよう

に幾多の困難というのは当然あるんだと思うんで

す。それらの困難をぜひ、「意志あるところ道は

開ける」、この思いで頑張っていっていただきた

いなと、そのように思います。 

  最初の質問を終わります。 

  ２、平成28年度市政運営方針についてお伺いを

いたします。 

  市政運営の基本姿勢として、１、「ここ那須塩

原市に住み、生活する皆さんを一番に考える市民

優先の市政運営」、２、「国や県との関係を大事

に、近隣市町とも手を携え、しっかりしたきずな

で結ばれた市政運営」、３、「公平、公正で健全

な市政運営」の３つの基本理念を掲げています。

これらの理念のもとに、目指すべきまちづくりの
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実現に向けた５つの柱が示されました。 

  以下、平成28年度の主要事業を中心にお伺いを

いたします。 

  ⑴第１の柱「市民とともに歩む那須塩原市」で

は、新庁舎の建設を2020年開催の東京オリンピッ

ク・パラリンピック以降にするとしました。その

理由と今後の対応について伺います。 

  ⑵第２の柱「安心して暮らせる那須塩原市」で

は、高齢者の外出タクシー料金助成事業を復活し

ました。その理由とあわせて、ゆーバス、予約ワ

ゴンバス等の公共交通の基本的な考えをお聞かせ

ください。また、子育て応援米の支給事業の狙い

を伺います。小中学校のエアコンについては⑷で

お伺いをいたします。 

  ⑶第３の柱「国・県と太いパイプでつながった

那須塩原市」では、近隣市町との連携を掲げてい

ますが、これまで以上の連携強化の具体策を伺い

ます。 

  ⑷第４の柱「元気な那須塩原市」では、企業誘

致による商工業の振興、農業、観光産業の振興が

示されています。具体的な振興策を伺います。ま

た、小中学校へのエアコン設置事業の狙いを伺い

ます。 

  ⑸第５の柱「人と人とが支える那須塩原市」で

は、人と人との支え合いから生まれる地域力が重

要としています。具体的な地域力について伺いま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） ２の平成28年度市政運営方針

について順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の新庁舎の建設を東京オリンピッ

ク・パラリンピック以降にすることとした理由と

今後の対応についてお答えをいたします。 

  現在、東日本大震災の震災復興や東京オリンピ

ック・パラリンピック開催に向けた施設整備など

で、建設資材や人件費が高騰をしております。そ

のため、財政的な負担を考慮し、新庁舎の建設に

ついては建設時期の延期が必要との判断をいたし

ました。 

  今後は、東京オリンピック・パラリンピック以

降に実施する方向で手順を踏んで進めてまいりた

いと考えております。 

  なお、これまで検討してきた内容や市民の皆様

からいただいたご意見や調査結果などにつきまし

ては、今後、庁舎建設に向けた手続を再開する際

に活用してまいりますとともに、改めて市民の皆

様の声を聞き、じっくりと議論を重ねながら市民

の皆様と新しい庁舎をつくり上げてまいります。 

  次に、⑵の第２の柱「安心して暮らせる那須塩

原市」に関する各事業について順次お答えをいた

します。 

  初めに、高齢者の外出支援タクシー料金助成事

業を復活した理由についてお答えをいたします。 

  さきの市長選挙活動の際、多くの高齢者の方々

から、タクシー料金助成事業がなくなった後、外

出の手段がなくなった、病院に行けなくなったと

の話や事業の復活を求める声を伺いました。 

  この事業につきましては、廃止した経緯はござ

いますが、この多くの高齢者からの要望を受け、

本市で安心して暮らしていただくためには、高齢

者の方々の外出の手段を確保する必要があると判

断し、復活をしたものであります。 

  次に、ゆーバス、予約ワゴンバス等の公共交通

の基本的な考えについてお答えをいたします。 

  那須塩原市の公共交通としましては、ＪＲ東日

本の東北新幹線や東北本線、東野交通、ＪＲ関東

の民間バス事業者の路線バスとタクシー、そして

本市の地域バス、ゆーバス、予約ワゴンバスが市
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民の日常の交通手段として運行しているところで

あります。 

  ゆーバス、予約ワゴンバスについては、車社会

の普及に伴い民間路線バス撤退が進み、高校生や

高齢者等の移動制約者の交通手段の確保、そして

公共交通の空白地帯の解消を図るために、市が民

間事業者との協定により運行をしております。 

  平成25年10月の再編・運行開始、平成27年９月

の見直しを経て、駅を中心に循環するゆーバスの

路線の充実により他の公共交通との接続が容易と

なり、利便性が向上するとともに、バス路線のな

い地域に予約ワゴンバスを運行することにより、

移動制約者に対する移動手段が確保され、徐々に

地域に定着をしてきております。 

  今後は、市民へのさらなる周知・ＰＲに努める

とともに、広域公共交通実態調査の結果や利用状

況等をもとに、見直し等も含め検討してまいりま

す。 

  最後に、子育て応援米の支給事業の狙いについ

てお答えをいたします。 

  本事業は、食育の推進等の観点も加味し、初め

てのふるさとご飯事業として実施するものであり

ます。 

  内容は、一般的に子どもが成人と同じかたさの

ご飯を食べることができるようになる年齢が１歳

６カ月と言われていることから、１歳６カ月のお

子さんを持つ世帯を対象に、減農薬・減化学肥料

で栽培した本市の特別栽培米コシヒカリ20㎏を贈

呈するものであります。 

  これにより、まずはお子さんにおいしく安全安

心な本市産のお米でご飯デビューをしてもらい、

地元ふるさと米の味を記憶し健康で丈夫に育って

もらいたいという思いと、米離れが顕著な若いお

父さん・お母さん世代に改めて地元産米のおいし

さや安全性を認識してもらうことにより、地元産

米の消費拡大の動機づけになれればと考えており

ます。 

  次に、⑶の近隣市町との連携強化の具体策につ

いてお答えをいたします。 

  私は、急速に進む人口減少に伴い、山積する喫

緊の課題を解決していくためには、近隣市町と連

携をすることが必要不可欠であり、これまで以上

に連携の強化を図ることで、単独自治体だけで対

応することが困難な課題にも積極的に取り組むこ

とが可能になるものと考えております。 

  現在、本市は、八溝山周辺地域定住自立圏の構

成市であり、また那須地域定住自立圏構想におい

ては中心市として、それぞれの共生ビジョンに基

づく取り組みを行っております。 

  このような広域連携の中において、まずは構成

市町の首長との信頼関係を深め、これまで以上に

近隣市町との関係強化を図り、連携を密にしてま

いりたいと考えております。 

  次に、⑷の企業誘致による商工業の振興、農業、

観光産業の具体的な振興策について順次お答えを

いたします。 

  初めに、商工業の振興策についてですが、地域

経済の活性化や雇用の創出を図るため、製造業を

中心とした企業誘致に加え、サテライトオフィス

等の新たな視点からの企業誘致にも取り組んでま

いります。 

  また、商工会等の関係団体との連携を深め、意

欲ある起業者を応援する創業支援対策、地元商工

業者の活力増進や商店街のにぎわいづくりにも取

り組んでまいります。 

  次に、農業の振興策についてですが、まず新規

就農者の育成、担い手確保を図るため、青年就農

給付金事業やパートナー確保支援事業に取り組ん

でまいります。 

  また、地域農業の競争力、体質強化を図るとと
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もにＴＰＰに対応できる足腰の強い農業の確立を

図るため、地域ぐるみで収益性を向上させる畜産

クラスター事業に取り組むとともに、地産地消の

拠点となっている農産物直売所の整備を支援して

まいります。 

  さらに、農産物における鳥獣被害の深刻化、拡

大傾向を踏まえ、鳥獣被害対策の実践的活動を担

う鳥獣被害対策実施隊を設置してまいります。 

  次に、観光産業の振興についてですが、引き続

き観光局を中心とした首都圏向け観光プロモーシ

ョンやインバウンド事業等を実施し、観光誘客数

のさらなる増加を図ってまいります。 

  そして、これら産業の振興策を推進していくと

ともに産業間の連携・交流をさらに促進し、元気

な那須塩原市づくりに邁進していきたいと考えて

おります。 

  最後に、小中学校へのエアコンの設置事業の狙

いについてお答えをいたします。 

  暑さ対策としましては、平成26年度に扇風機、

また今年度はミストシャワーを設置したところで

ありますが、今後も温暖化が進むと言われている

ことから、児童生徒の健康に配慮し、より安全で

快適な教育環境の整備を目的として行うものであ

ります。 

  最後に、物、人と人が支え合う那須塩原市での

具体的な地域力についてお答えをいたします。 

  地域力につきましては、市民を初め自治会、Ｎ

ＰＯ等の市民活動団体や企業などの地域の構成員

が行政や地域と相互に連携・協力し、地域の抱え

る問題を解決していくとともに、地域の魅力は価

値を高めていく力であると考えております。 

  現在、地域の活性化のために活動している自治

会、ＮＰＯ等市民活動団体や企業においては、防

災・防犯、子育て支援、高齢者支援などを行って

おり、それらを進めていくに当たっては、みずか

らの力で解決する自助、地域や市民が支え合う共

助、そして行政による支援である公助という視点

から取り組むべきものと考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） それでは、順次再質問

を行います。 

  まず、新庁舎の建てかえの延期についてお伺い

をいたします。 

  東京オリンピック等により、建設資材、それか

ら人件費の高騰が予想され建設費用が膨らむとい

うことです。これらの事例としては、私が最初に

耳にしたのは、千葉県君津市がやはり新庁舎を建

てるということで、その後、東京オリンピックが

決定をしたということで、やはり建設費が非常に

高騰してしまうのではないかということで、東京

オリンピック以降に建てるというような決断をし

ております。また、県内では鹿沼市が同じような

決断をしたわけです。 

  そこでお伺いしたいのは、今回、新庁舎を延期

するに当たって、当初の予算からするとどのぐら

い膨らんでしまうと予想されたのかお伺いをする

とともに、既に建設予定地として那須塩原市前弥

六南、以下あるわけですけれども、の地番が出た

わけですね。これらについては先行取得の考えが

あるのか、あわせてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） まず、建設費の高騰について

のご質問がございました。最大で約３割、30％程

度建設費が増加してしまうというふうに考えたと

ころでございます。 

  もう一点、土地の問題でございますけれども、

もう既に新聞等々で公表をされている土地がござ

います。これについては、いろいろなやはり今ま

でご迷惑をかけてきたというふうなものもござい
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ますし、私から一度、地権者の皆様とお会いして

お話をさせていただく、延期の理由、そういった

ものについても説明をさせていただいた上で、今

後の土地の取得等々についてもお話を伺ってまい

りたいと思います。 

  地権者の意向、そういったものを、私、まだ正

式に就任をしてから一度もお会いできない状況で

ございましたので、これからこういった機会を設

けさせていただいて地権者の皆様方の意見もきち

んとお聞きしたいというように思っております。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 今の市長のお話では、

地権者の方々と改めて協議をして、その中で地権

者の思いに沿った決断をするという理解でよろし

いですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） この土地の先行取得に当たっ

てはいろいろな課題がございます。こういったも

のが解決できるのかどうか、それも踏まえてきち

んと内容を精査させていただいて、この土地の問

題については方向性を見出してまいりたいと考え

ております。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） それでは、今後、新庁

舎建設に向けた検討をいつの時期か当然再開する

ということだと思うんですが、それらについて市

長自身が、今現在、３年後だ、４年後だ、わかり

ませんが、ある程度、再検討時期というのを頭に

思い描いているのかお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 今現在、第２次の那須塩原市

総合計画の策定に入っております。そういった中

で、ここに位置づけをできればという思いが一つ

ございます。 

  何年先というふうなことはちょっと今の状況で

は申し上げられませんけれども、合併特例債の活

用期間が10年間延長されたという状況がある中で、

こういったものもやはり活用していく必要がある

と私は思っておりますし、合併のときの約束とい

うものがあるわけでございますので、この辺につ

きましても、きちんとやはり方向性をこの４年間

の私の任期の中で明確にしてまいりたいという思

いがございます。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 新庁舎を実際に建てる

に当たっては、改めて市民の皆さんの声を聞いて、

先ほどあったようにじっくりと議論を重ねたいと

いうお話でした。そういったじっくりと議論を重

ねて、本当に市民から愛される新庁舎になること

を期待して、この質問は終わります。 

  次に、高齢者の外出タクシー料金助成事業、復

活したわけですけれども、私も多くの高齢者の

方々からぜひ復活していただきたいというお話は

聞いていました。そういう人たちにとってはこの

事業の復活は本当に朗報だっただろうなと、その

ように思います。 

  そこでお尋ねしたいのは、以前、外出支援タク

シー料金助成事業をやっていたわけですが、以前

の事業と今回の事業は全く同じなのか、その点に

ついてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 制度の中身でござ

いますので、私のほうからお答えをさせていただ

きたいと思います。 

  基本的には、今度の制度につきましても、対象

者70歳、それから高齢者ということで、70歳以上

の高齢者でご自分で車を持っていない、あるいは
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免許を持っていない、ご家族で支援をいただくこ

とが仕事等の都合で難しいというような方に絞っ

ております。 

  また、助成の中身につきましても、初乗り相当

の券を月４枚ということで計画をしてございます

ので、基本的なところは同じ制度ということが言

えるかと思います。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） これ決算から見たんで

すが、平成23年、この事業については約5,500万

強支出されているわけです。平成24年については

決算では約5,000万強の事業費がここに注がれた

わけですけれども、今回の予算を見ますと、それ

から見ると3,000万台ですから、かなり抑えた予

算額になっているわけです。 

  でも、今お話を聞くと事業としては同じだとい

うことなんですが、これらについてはどうして差

が出るのか、その点もお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 先ほど基本的には

同じような制度ということで申し上げました。金

額的に随分、28年度でお願いしている金額が少な

いというご質問かと思いますけれども、28年度に

つきましては、これからさらに詳細詰めるところ

もございますし、タクシー事業者さんとの契約と

申しますか協定と申しますか、そういう作業、そ

れから券を準備したりお知らせをして申請をいた

だくとかそういう作業もありますので、実際に券

を交付いたしましてご利用いただける時期という

のを９月というふうに考えて、予算を要求したと

ころでございます。 

  12カ月のうちの７カ月分ということで、12分の

７というふうな想定で要求したので、少ない金額

になっているというところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） わかりました。 

  以前のこの制度の中で何点か指摘されている部

分があったと思うんですね。例えばこのタクシー

券を人に譲ってしまうと、またタクシードライバ

ーによってはこのタクシー券を利用すると余りい

い顔をしないと、そういったことの指摘なんかも

あったと思うんですが、これらについてはどう対

応していくんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） ご利用いただくに

当たりましては、利用の資格ということではござ

いませんけれども、利用の対象者であるよという

ようなことがわかる券をそれぞれ交付して、それ

を見せながら使っていただきたいということで対

応を考えてございます。 

  それだけで全て先ほど議員からご質問があった

ことが防げるべく思っているところではございま

せんが、余り厳格な、顔写真入りのものまでつく

るというのもちょっと現実的ではないものですか

ら、そこら辺で対応したいと思ってございます。 

  また、タクシー会社との協定の中では、当然そ

ういう点はこちらからもお願いをしながら、そう

いうことがないように進めたいと思ってございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） わかりました。 

  では次に、公共交通のゆーバス、予約ワゴンバ

スについてなんですが、さらなるやはり周知、そ

れからＰＲが必要だという答弁がございました。

今後については、広域公共交通実態調査の結果、
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それから利用状況等も踏まえて、見直し等も含め

て今後検討する時期が来るというお話があったわ

けですが、それらについてのスケジュールがあれ

ばお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（渡邊秀樹） 先ほど市長のほうが

申し上げました広域公共交通実態調査につきまし

ては、既にこの議会の中でもご審議いただきまし

て、平成29年の半ば、いわゆる６月、９月、そう

いう時期の中で結果的には出てまいります。 

  そういう中でも、じゃそれまで何もやらないの

かということではなく、これまで27年の再編のと

きにも申し上げたと思いますけれども、既に始ま

ったときから検証、検討、そういうものは全部行

っておりますので、細かなスケジュールを、ここ

では誠に申しわけございませんが回答という形で

は申し上げられませんけれども、既に、どのよう

な手法で行っていくのか、またどういうふうにあ

るべきなのか、そういうものについては内部の中

では検討はしております。 

  ただ、目途としましては、先ほど市長のほうも

申し上げましたが、その完成時期とあわせた上で

進めていくという、そのようにご理解のほうをお

願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 議会では、議会報告会

で今回のこのテーマについて、共通テーマとして

公共交通のあり方ということで市民の皆様からた

くさんのご意見をいただきました。せんだって、

２月12日ですが、議長から、議会報告会の報告書

ということで君島市長のほうに提出をさせていた

だいております。その中に市民の方々の多くの声

がございますので、ぜひ考慮していただければと、

そのように思います。 

  それでは次に、初めてのふるさとご飯事業、子

育て応援米の支援事業についてでありますが、こ

の事業は本当にいい事業だなと私思っています。

答弁の中でもあったように、食育というそういっ

た観点もあるでしょうし、それから那須塩原のお

米ということでは地産地消ということになるでし

ょうし、それから何といっても米の消費拡大にも

今後はつながっていく可能性があるのではないか

なと思うんですが、これらの事業について他の自

治体で行われているのかどうかお伺いをいたしま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） お答え申し上げます。 

  今現在、私どもが承知している中では、宇都宮

市が同じような事業を実施しているというふうに

伺っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） それでは、実際に詳し

い内容をお聞かせ願いたいと思うんですが、支給

方法について、これは答弁でいけば特別栽培米の

コシヒカリということなわけです。そうなると、

仕入れ先とかがある程度制限されるのではないか

なという気がするんですが、この支給方法等につ

いてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 支給方法でございま

すが、こちらにつきましては、保健福祉部のほう

と連携する形でもって、１歳６カ月児の健診の場

でもってお米の引きかえ券といったものを配付す

る、そしてその引きかえ券を郵送してもらうこと

によって対象者に宅配でお米をお配りするという
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ような大きな流れで回していきたいと思っていま

す。 

  もう少し具体的にお話しさせていただきますと、

この事業そのものはＪＡなすのとの共同事業とい

うことで実施できないかということで、今、調整

を進めているところでございます。 

  理由は何かと申しますと、やはり消費拡大とい

うことと、あとは食育といった趣旨にＪＡが賛同

してくれていますので、まずそういう意味からし

ますと、ＪＡも何らかの支援をこの事業にしたい

というような考えを持っていただいているという

ことが一つ。 

  あともう一つは、やはり特別栽培米を量・質と

もきちんと安定供給できる相手方ということにな

ってくるとどうしても限られてしまう、その中で

ＪＡなすのはその相手方の一つだというふうに踏

んでおりますので、ＪＡなすのとの共同事業で実

施したいということでございます。 

  したがいまして、引きかえ券を健診の場で配付

いたしましたら、それをポストに入れていただけ

ればＪＡのほうにその引きかえ券が行きまして、

ＪＡのほうから各対象のご家庭にお米を宅配させ

ていただく、そんなような回し方でこの事業を進

めていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 中身よくわかりました。

多分、配達料はかからないという理解でよろしい

んですかね。 

  あと、ちょっと気になったのは、那須塩原市、

農業盛んですから当然農家もあるわけです。おら

っち、米いっぱいあるわというような、そういっ

たところもあると思うんですが、それらについて

は何か考えがありますか。代替案みたいなものは。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） １歳６カ月のお子さ

んがいる家庭はサラリーマンだけの家庭ではござ

いませんので、農家の家庭もいらっしゃるという

ようなところは当然想定しました。 

  そんな中で、やはり米つくっているところに米

やっても困っちゃうよねみたいな議論は庁内では

ございましたが、そうはいいましても、特別栽培

米のコシヒカリ20㎏ということでございますので、

そういうものを改めてその農家の方にも食味して

もらうことも一考かなというようなところで、差

別なく同じような形で特別栽培米20㎏を配付させ

ていただくというような結論を出させていただい

たところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 味比べもやはり大切だ

と思います。私、この初めてのふるさとご飯事業、

子育て応援米支援事業の成功を祈っておりますの

で、大いに期待をしております。この点は終了い

たします。 

○議長（中村芳隆議員） 質問の途中でございます

が、ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５９分 

 

再開 午前１１時０９分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） ⑶の第３の柱「国・県

と太いパイプでつながった那須塩原市」ですが、

これについては、那須塩原市、先ほど答弁があっ

たように八溝山周辺地域定住自立圏の構成市であ
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り、また那須地区定住自立圏構想の中心市ですの

で、より積極的に近隣市町との関係を強化してこ

れからも進めていっていただきたいと、そのよう

に思います。 

  続きまして、第４の柱「元気な那須塩原市」に

ついて何点か再質問させていただきます。 

  まず、企業誘致に関してなんですが、企業誘致

が進むことに私自身も大いに期待をしております。

企業誘致というとどうしても当然よそからという

話にもなるとは思うんですが、それはもちろん大

切なことです。また、地元の企業の雇用拡大とい

うことにもやはり力を入れるべきではないかなと

思うんですね。 

  そのためには、市長みずからやはりトップセー

ルスということでぜひ市内の企業訪問等を行って

いただきたいなと思うんですが、その考えがある

かどうかお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 雇用の場の創出のご質問がご

ざいました。私も積極的に市内の企業を訪問させ

ていただき、そして雇用の創出、そういったもの

にも努力してまいりたいと思っております。 

  ２月25日に栃木労働局との協定を締結させてい

ただきました。大田原職業安定所、黒磯職業安定

所、こういったところとの情報の共有化、県・国

が行っている施策等々についても情報をいただき

ながら、連携を図って雇用の場の創出に向けた努

力を重ねてまいりたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 市長みずから動けばや

はりインパクトが当然あると思いますし、君島市

長の行動力に期待をしたいと思います。 

  次に、商店街のにぎわい等では、ことしもプレ

ミアムつき商品券事業を行います。昨年のこの事

業については国からの交付金がありましたから、

全国で1,700ぐらいの自治体がこの事業を行った

わけです。 

  ただし、今回、新年度についてはそういった交

付金等はありませんので事業としては少し縮小さ

れていますが、このプレミアムつき商品券の事業

の費用対効果、それから今後も継続した事業とし

ていくのか、２点についてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） お答え申し上げます。 

  プレミアム商品券事業の費用対効果ということ

でございますが、ご案内のとおり、プレミアム商

品券事業は、長引く景気低迷の中にありまして、

市内商工業者の活力というものを増進させて地域

経済の活性化を図るということが一つ、あともう

一つは、生活者支援ということで、個人消費の喚

起を促しまして消費の好循環をもたらしていくと

いった２つの目的で行うということでございます。 

  したがいまして、そういうところをしっかりと

狙い目にして、ことしやった事業の反省事項なん

かもありますので、そういうものをしっかりと改

善しながら来年度の事業に向けてまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。 

  そんな中で、平成29年度以降の継続性について

ということでございますが、こちらにつきまして

は、まずは来年度の事業を実施した中でその成果

というものをしっかり見きわめて、さらに商工業

者の皆さんの声、さらには市民の皆さんの声、そ

ういうものを総合的に勘案する中で継続するか否

かについても検討させていただきたいというふう

に思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） やはりしっかりとした
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データ収集、裏づけというのは必要でしょうから、

熟慮を重ねた結果として継続されればという望み

はありますけれども、しっかりと対応していただ

きたいなと思います。 

  続きまして、農業の振興について何点かお伺い

したいと思うんですが、答弁の中でもありました

ように、新規就農者の育成、それから担い手の確

保、そういったものが挙げられました。その中の

事業としてパートナー確保事業、これは言うなれ

ば今年度の新規事業という形で開催をされたわけ

ですが、この那須高原農コン、これの事業成果と

いうか事業内容についてお伺いをまずいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 那須農コンの事業概

要についてご説明申し上げたいと思います。 

  本年度の那須農コンにつきましては、昨年の11

月１日に実施しているということでございまして、

参加人員としましては男性が18名、女性が16名の

参加をいただいたということでございます。 

  内容としましては、市内の農園の圃場で収穫体

験をして、その後、鳥野目河原公園のバーベキュ

ーでもって交流パーティーを行ったというような

ところでございます。 

  そんな中で、我々はこのパートナー確保対策事

業というのは非常に重要だと思っています。そん

な中で、今までは市単独でやっていたということ

でなかなかその成果が発現しにくかったというこ

とがございます。今年度は、農協、さらには酪農

協、そういうところとタイアップして事業をやっ

たということでございまして、幾ばくかではござ

いますが参加人数もふえているといったところで

は、少しは成果があったのかなというふうに思っ

ております。 

  今後につきましても、農業団体だけではなく、

商業団体なんかも同じものをやっていますので、

なるべく小さくやるのではなくて大きくくくりな

がら事業展開ができればいいのかなというふうに

思っているところです。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 新年度も当然やられる

んでしょうから、このパートナー確保事業の追跡

というんですか、カップルになったとかというこ

とに関しては今後追跡をしていくんでしょうか、

その点も確認させてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） お答え申し上げます。 

  なかなかプライベートの話なものですから、行

政の立場で追跡していくというところには限界が

あるのかなというふうに思っているところでござ

います。 

  そんな中で、私どもが求めるのではなくて相手

側からとかあるいは周りのところから情報が入っ

てくれば、それはそれとして貴重な情報源として

収集してまいりたいと、そんなスタンスでいきた

いと思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） それでは、栃木県では

農業振興計画を作成して、その中では県内を６地

区に分けていてその地区ごとの計画も立てていま

す。那須塩原市は那須地区に入るわけですけれど

も、那須地区計画も当然あるわけですね。これら

の計画に対して本市の農業振興計画の作成につい

ての考えをお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） お答え申し上げます。 
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  本市の農業振興計画の策定予定ということでご

ざいますが、ご案内のとおり、農業を取り巻く環

境というのは非常に厳しいというところでござい

まして、後継者もいない、さらに農家戸数が減少

していくといった中でなかなか所得が安定しない

という問題もあります。 

  そういう中で、やはり大きな時代の流れ、時流

ということでＴＰＰが２年後には発動されるとい

うことでございますので、非常に厳しい状況が続

く、さらにひどくなるといったところが考えられ

ます。 

  そんな中で、本市の農業の今後をどうやって展

望していくか、いかに成長産業として振興してい

くか、そういうものをしっかりと道しるべあるい

は指針として明らかにするための農業振興計画と

いったものを来年度策定すると、総合計画の部門

計画という位置づけで策定するという予定でござ

います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 今、来年度、那須塩原

市農業振興計画を立てるというお話があったわけ

ですけれども、その際には、今回出されている栃

木県の那須地区に関する、例えば戦略なんかも載

っているわけですよね。そういったものは踏襲さ

れるということでよろしいんですか。そのほかに

も独自の部分というのが相当加味されるのか、あ

わせてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 当然のことながら、

農業は那須塩原市だけで解決するものではないと

いうふうに考えていますので、上位計画でありま

す県計画はしっかりと踏襲させていただきたいと

思っています。 

  その中で、本市のやはり特色というものをいか

に出していくかというのが大きなテーマだという

ふうに思っております。 

  少し何点か紹介させていただきますと、本市の

農業の特色といいますと、農産物の販売額は282

億円ということで県内一番です。また、ご案内の

とおり生乳については本州一、さらに本市産を含

む県北産のコシヒカリの食味が食味ランキングで、

これはトップ10になっているというようなところ

がございます。 

  もっと言わせていただきますと、１人当たりの

耕作面積が3.35ha、これも栃木県で一番です。加

えまして、農産物の販売額1,000万円から5,000万

円単位に入っている農家の割合というものが

16.2％ということで、これも県内１位でございま

す。 

  考えてみますと、この県内１位といった数字だ

けでもこれだけございます。これが本市の農業の

特色であって強みだというふうに思っております

ので、こういうところをしっかり生かせるプラン

にしていければというふうに考えております。 

  あわせまして、プランを策定するに当たっては、

我々サイドが頭の中で物を組み立てるのではなく

て、農業者の皆様の声あるいは関係団体の皆さん

の声を聞く中で我が市の目指す農業というものを

しっかりと、みんなとともに共有しながら示し出

すような計画にしていきたいというふうに思って

おります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 新年度予算の中に、Ｔ

ＰＰ対策ということで畜産競争力強化対策緊急整

備事業が計上されているわけです。当然畜産だけ

ではないわけですから、そのほかの農業の振興と

いうことであれば、本当に今回のこの那須塩原市
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農業振興計画というのは大事な計画に位置づけさ

れるのだろうなと思いますので、ぜひとも私自身

も期待しておりますので、すばらしい計画にして

いただきたいなと、そのように思います。 

  また、観光ですが、今回、観光局を中心として

首都圏からの観光プロモーション、それからイン

バンド事業、引き続き実施をしていくということ

ですので、これらを核にしながら誘客増加をより

図っていただければなと思います。 

  次に、小中学校へのエアコン設置について、当

初予算で、今回は調査、それから設計業務という

ことで約600万の予算が計上されています。この

エアコン設置の今後のスケジュールをお伺いいた

します。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 28年度の予算、今、議員

おっしゃられましたとおり607万を計上している

わけなんですが、当面、細かなデータ等をとって

おりませんでしたのでまずは調査業務に入りたい

ということで考えておりまして、全部で30校を超

える学校がありますので、どこから整備するのが

いいのか、どういう学年、また小学校、中学校、

そういったものも全体的に調査の結果を受けて進

めていきたいというふうに考えてはおりますが、

調査の結果が早目に出ればできるだけ早い時期に

手をつけていきたいというふうには考えておりま

す。具体的な年次計画まではまだまとまっており

ません。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 最終的な調査、そして

結果が出てきて設計されていく中では、最終的に

はどのぐらいの予算額が必要だというふうに踏ん

でいるんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） あくまで概算になります

が、普通教室ということで検討してきた中では、

全ての普通教室を小中学校合わせますと400を超

えるクラスがございます。そちらを単純に積算し

ていくと８億を超える程度の事業費かなというふ

うには考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 本当に大きな整備費用

ということになるわけですけれども、この近年の

夏場の暑さというのは、我々大人もしんどいわけ

ですから子どもたちにとったら本当に大変だと思

うんです。 

  そういう中で教育環境を整えるということであ

れば、やはりこのエアコン設置というのは欠かせ

ない事業だと思いますので、しっかりと精査をし

て計画を立てていっていただきたいなと、そのよ

うに要望いたします。 

  では、次の第５の柱「人と人が支える那須塩原

市」の項に移りたいと思います。 

  ここでは、今、自治会というのはいろんな事業

を展開しています。例えば自主防災組織があった

り、それから生きがいサロン事業をやっていたり、

最近は高齢者の見守りなんかもやっています。 

  そのほかにもさまざまな自治会で事業が展開さ

れているわけですが、残念ながら、地域間格差と

いう言葉をよく使いますけれども、自治会の格差

も間違いなく今出てきているんだと思うんです。

そこの認識をどう捉えているのか、またそれをど

う埋めていくのか、２点についてお伺いをいたし

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 
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○市長（君島 寛） 確かに自治会の活動、積極的

な活動を展開されている自治会と、なかなかうま

く進まないというふうな格差があるということは

私も認識をしております。 

  そういった中で、行政のほうがやはりそこにあ

る程度支援をしていくといったものも必要だと思

いますし、これからもそういったものについては

努力をしていきたいというように私も考えており

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） ちょっと話ずれるかも

しれませんが、きょうのＮＨＫの朝の「あさイ

チ」、その中でも自治会のあり方みたいなものを

テーマにして、なかなか自治会の、もちろん入っ

てくる方も少ないし運営も難しいというような話

もあったわけです。それは当市においても似たよ

うな状況になりつつあるのは事実だと思うんです

ね、そのあらわれとして当然自治会の加入率も落

ちてきていますから。とはいっても、事業として

はふえているというのが現状だと思うんです。 

  ですから、当然自分たちでやるのが理想ですけ

れども、やはり行政の力強いバックアップという

のは必要だと思いますので、その点もぜひとも考

慮していただければなと、そのように思います。 

  結びになりますけれども、先ほどの答弁があっ

たように、みずからの力で問題を解決するのが自

助ですね。地域や市民が支え合うのが共助になっ

て、そして行政による支援ということで公助、大

切なこの３点があるわけですけれども、特に災害

時なんかは本当にこの３つの力が合わさらないと

乗り切れないわけですよね。 

  ですから、「人と人とが支える那須塩原市」構

築のために、今後も市長には先頭に立って全力で

取り組んでいっていただきたいと要望いたします。 

  では、３の公約等の実現についての項目に移っ

ていきます。 

  平成28年度市政運営方針の中にあるように、市

長就任から間もないため、調査が必要となる一部

の公約事業については迅速に詳細調査や制度設計

を行って、今後の補正予算に追加していきたいと

しています。今回の予算に計上されていない主な

公約事業の中より、以下についてお伺いをいたし

ます。 

  ⑴市民100人委員会、地域自治センター（市民

センター）、それぞれの具体的な内容を伺います。 

  ⑵総合的な結婚・出産の支援、保育施設芸術家

派遣事業、また中学校の土曜学習の実施、それぞ

れの事業についてお伺いをいたします。 

  ⑶地方債残高がふえない財政運営と効率的な行

政運営について伺うとともに、行政評価（事務事

業評価）システムの強化の考えがあるかお伺いを

いたします。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） ３の公約等の実現について順

次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の市民100人委員会、地域自治セン

ター（市民センター）のそれぞれの具体的な内容

についてお答えをいたします。 

  市民100人委員会、地域自治センター（市民セ

ンター）は、市民優先の市政を実現していくため

に必要な施策と考えており、今後の中でさまざま

な角度から検討を重ねて制度設計を行ってまいり

たいと考えております。 

  続きまして、⑵の総合的な結婚・出産の支援、

保育施設芸術家派遣事業、中学校の土曜学習の実

施の考えについてお答えをいたします。 

  結婚に対する支援につきましては、まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の中で国・県とともに取
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り組んでいるところであり、今後、市といたしま

しても有効な支援策を行っていかなければならな

いと考えており、必要に応じて来年度の補正予算

での対応も視野に検討してまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、出産に対する支援として、母子手帳の交

付、妊婦健康診査費助成、妊婦健康相談、不妊治

療費助成、母親学級などの事業を実施しておりま

す。また、平成28年度からは、妊婦から子育て期

までの切れ目ない支援の充実のため、妊娠後期相

談事業を開始予定であります。 

  次に、保育施設芸術家派遣事業につきましては、

全国の自治体でもほとんど例のない事業で、幼児

期にすぐれた造形、絵画、音楽等の芸術に触れる

機会を提供することは、子どもの持つ無限の可能

性を引き出し、感性や想像力の育成につながるも

のと考えております。 

  現在、市内小中学生を対象に、ふるさとの音楽

家派遣事業や小学校演劇公演を実施しております

ので、今後、保育園等への派遣事業の内容等を検

討し、実施に向けて研究してまいります。 

  最後に、中学校の土曜学習につきましては、学

校教育課程には位置づけず、希望者に対して学習

等の機会を提供するものになります。実施の主体

は、教育委員会等の公的な機関が行うものとＮＰ

Ｏ等による民間活動として行うものがございます。 

  私といたしましては、土曜日を含め、子どもた

ちにこれまで以上に豊な教育環境を提供し、学力

向上はもとより、多様な学習、文化やスポーツ、

体験活動等の機会の充実に取り組み、その成長を

支えていきたいと考えております。 

  最後に、３の地方債残高がふえない財政運営と

効率的な行政運営についてお答えをしますととも

に、行政評価（事務事業評価）システムの強化の

考え方があるかについてお答えをいたします。 

  現在、日本は人口減少、少子高齢化という大き

な課題に直面をしております。本市もその例外で

はなく、将来にわたって市民が安心して暮らせる

まちづくりを進めるためには健全な財政が必要で

あると考えております。 

  主に建設事業費の財源として借り入れる地方債

は、その返還を将来にわたって行うことで負担の

世代間の公平を図ることができるものの、地方債

残高の増加は将来の財政運営を圧迫する要因とな

るものであります。 

  事業を開始するに当たっては、その必要性につ

いて十分検討をするとともに、費用対効果を見き

わめ事業の選択と集中を図っていくことが、地方

債残高をふやさない財政運営につながるものであ

り、健全で持続可能な財政を維持していくために

必要不可欠であると考えております。 

  また、効率的な行政運営の実現のためには、行

財政改革を今まで以上に推進し、市民の利便性を

考慮しながらも最少の経費で最大の効果を発揮す

ることが必要であると考えております。 

  そのため、各事務事業の有効性や効率性を明確

化できる行政評価システムは非常に重要であると

認識しており、適宜改善を加えながら行ってまい

りたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） それでは、⑴から再質

問させていただきます。 

  市民優先の市政実現の一つとして、今回、市長

が公約で挙げられた市民100人委員会の設置とい

うことですが、これまで市長部局では市政懇談会

のような、自治会、自治会長ですね、それから市

民の方々の要望・意見を伺う形を行ってきたわけ

ですけれども、今回の市民100人委員会というの

はそういったものとは当然考え方が違うんだろう
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なとは思うんですね。 

  ただ、少し具体的に表現していただかないとな

かなかイメージが湧かないんですが、ちょっと私

が調べた中では、京都市なんかが未来まちづくり

100人委員会というのを設置しています。これは

結構歴史があるんだと思うんですが、幾つものプ

ロジェクトを組んでその中で市民の皆様がみずか

ら問題を提起して、それをどうやって解決してい

くかという提案型で進めている委員会なんですけ

れども、私はそういったイメージなのかなと思っ

て今回この質問をしたんですが、改めてお伺いを

いたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 多くの大きな事業を展開する

に当たっては、市民の皆様方からの意見、そうい

ったものもやはりきちんと聞く場を設けるべきで

あろうと私は考えております。 

  そういった中で、年間を通してこの組織を動か

すということではなくて、事業事業、そういった

主要の大きな事業に関してこういった組織ができ

ないだろうかという思いが一つございます。 

  そうした中で多くの市民の皆様方からご意見を

お聞きしながら、最終的には行政として判断をさ

せていただくと、それの大きな参考にさせていた

だくということで進めていくような方法が必要な

んだろうなというふうに私は思っておりますので、

ぜひともこの内容につきましては、今すぐにとい

うわけにはまいりませんので、ぜひとも組織化、

この内容、進め方、そういったものについてちょ

っと研究をさせていただいて取り組みを進めてま

いりたいと思っております。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 私がイメージしたのと

は少し差があるのかなという気がしましたけれど

も、大きな事業の中で多くの市民の皆様の意見を

聞くということは非常に大切なことだと思うんで

すが、その協働のまちづくりというところでいう

と、やはり小さな課題であっても、それも市民の

皆様と問題をしっかりと共有しながら問題解決ま

でつなげていく、そういった組織が私は望まれる

んじゃないかなという気がいたします。それは私

の思いとして述べさせていただきます。 

  次に、地域自治センターもしくは市民センター、

この件なんですが、現在15公民館があったり、そ

れから西那須野、塩原支所があったり、それから

コミュニティー活動の拠点もあるわけですね。 

  そういう中で、今回の地域自治センター、市民

センターというのをどういった形のものに組み上

げていくのか。例えば、今は全てが直営ですけれ

ども、指定管理なんかも考えられると思うんです。

それらについてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） この考え方に至りましたのは、

市内に15の公民館が今現在ございます。こうした

ものが地域に密着した今活動、住民生活の最先端

で活動している施設ということでございます。 

  この公民館を将来的に活用ができないだろうか

というような思いがあって、この地域自治センタ

ー、それから市民センターといったものに結びつ

けていくことが可能なのではないかなという思い

で、今回、こういった考え方を打ち出させていた

だいたところでございます。 

  なかなかこれも、やはり実現に当たってはいろ

いろな課題がございますので、こういったものを

一つ一つ解決していきながら、実現、そういった

方向に向けて私も努力していきたいなというよう

に思っているところであります。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 
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○１７番（吉成伸一議員） 現在の15公民館、本当

に地域ではいろんな形で利用をされているわけで

す。それがもっと市長が考えるのは利用しやすい、

そういったこれまで以上に身近な施設、そういう

考えでの発想なんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 吉成議員から先に言われてし

まいましたけれども、やはり地域の中心になるべ

き施設が公民館、行政の窓口であろうというよう

に私も考えております。今まで以上に地域の方々

が利用しやすい、そしてその中である程度の行政

の仕事、あるいはそういったものができるような、

そういったものがつくられれば一番いいのかなと

いうような思いがございます。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 私もコミュニティー活

動に役員として入っていますが、もう公民館はな

くてはならない施設になっております。ぜひこれ

まで以上に使いやすい、そういった、地域自治セ

ンターなのか地域市民センターかわかりませんが、

すばらしいものになることを期待して、次の項に

移ります。 

  次に、結婚の支援についてちょっとお伺いをし

たいと思います。 

  お隣の大田原市では、独身男女の結婚を支援す

る婚活マスター、こういった名称で認定証を受け

ている方が、もう少し変わったかもしれませんが、

私のデータでは111人いらっしゃるということで、

一組でも多くのカップルをつくろうということで

頑張っているわけです。一組カップルが成立して、

１年以上、大田原市に住めば、奨励金制度があっ

て奨励金が出るというような制度だそうです。 

  これらの制度も当市も十分検討の余地がある制

度ではないかなと、そのように感じるんですが、

この点いかがでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） 結婚につきましては、県

においても新たな取り組みがこれから始まるとい

うことで、各自治体においてもいろんな取り組み、

現在行っているところもございます。なかなかそ

うした中で実績が上がらないというのも実情のよ

うでございます。 

  そうしたことから、先ほど市長のほから答弁が

ありましたように、有効な支援策というのはどう

いうことなんだろうかというところを少し検討さ

せていただくということで、今後、取り組みにつ

いて少し調査などもしながら進めていければとい

うふうに考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 那須塩原市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の中で、７つのＫがある

一つが結婚のＫなわけです。その中では、31年度

を目途に出会い創出に関する事業を５事業、そし

て結婚生活に関する支援事業を５事業、これから

やっていきましょうという内容になっています。 

  ぜひとも、やはりいろんな事業を仕掛けること

が婚活が進むことじゃないかなと、そのように思

いますので、十分な検討を進めていただきたいな

と思います。 

  では、次に移ります。次に出産支援に関してお

伺いをいたします。 

  今回の、先ほど答弁あった妊娠後期相談事業の

詳しい内容についてお伺いをいたします。 

  それから、不妊治療費の助成、今回そのほかに

も助成制度があるわけですけれども、そういった

不妊治療助成のほかに、何度かこの議会でも取り

上げられてきましたけれども、不育症に関する助

成事業の検討がなされたのかお伺いをいたします。
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この不育症治療の助成については、県内でも小山

市、佐野市、それから日光市なんかが既に導入を

しているわけですが、あわせてお伺いをいたしま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） まず、今ご質問を

２ついただきましたけれども、最初に市長からご

答弁申し上げました妊娠後期相談事業につきまし

て少し詳しくお答えを申し上げたいと思います。 

  現在、妊娠期から出産・育児期までの支援とい

うのをいろいろやっているところでございますけ

れども、妊娠後期の妊産婦さんの状況の把握等が

若干弱いかなということから、妊娠28週をめどと

してございますけれども、の妊婦さんにつきまし

て電話での相談という形で、体調ですとか出産の

ための準備ですとか、そういうことを聞き取り調

査をするというような事業を始めたいというふう

に思っているところでございます。 

  何らかの支援が必要であれば、また保健師が個

別に内容に応じて支援をしていくと。特に聞き取

りの結果、大丈夫であれば通常の出産ということ

になるんだと思いますけれども、そのような事業

を考えているところでございます。 

  それから、もう一つの不育症への支援というこ

とでございますけれども、何度か私もお答えを申

し上げたところでございますけれども、今回の全

体の母子保健事業ということで、妊娠期から出

産・子育て期までの支援というのをさらに充実と

いうことで先ほどの事業も追加でやるところでご

ざいますけれども、不育症については、現時点で

は支援を始めようというような結論には至ってい

ないというところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） この妊娠期から切れ目

のない支援ということでは、昨年６月議会に、平

山啓子議員、そして櫻田議員のほうからもフィン

ランドの例を挙げられて、ネウボラの話というか

提案があったと思うんです。当時の市長は、大変

に乗り気だった答弁があったわけです。 

  今回、新年度に関しまして、そういった文言が

入ってくるのかなという期待はしていたんですが、

実際にはネウボラという言葉はどこにもうたわれ

てはいないわけですけれども、それらにより近い

今回はこの施策になっているという捉え方をされ

ているんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） ネウボラにつきま

しては、確かに前の阿久津市長から積極的なお答

えを申し上げたところでございます。具体的には

相談の場所というような意味合いもございますの

で、なるべくきめ細かに多くの場所でというふう

には思うところでございますけれども、現実的に

保健師の数、人数的な意味合いでございますが、

等もございますので、現在の保健センター２カ所

をより機能を充実すると。 

  具体的には賃金などの予算を上げてございます

けれども、助産師さんなどを雇用したいとかそう

いう思いはございますけれども、さらにきめ細か

な相談の場所までいければ理想かとは思いますけ

れども、そこまでは至っておりませんが、一歩ず

つですが近づいていっているというふうには思う

ところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 那須塩原版ネウボラ事

業が設置されればいいんでしょうけれども、名前

だけが先行しても仕方ありませんから、現実的に
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は中身が大切なわけですから、ネウボラではない

けれども、それに限りなく近いように進めていく

という今お話だったと思いますので、ぜひ今後も

進めていっていただきたいなと、そのように思い

ます。 

  続いて、保育施設芸術家派遣事業についてお伺

いをしたいと思います。 

  スポーツの世界ではよく、ゴールデンエージ、

それからプレゴールデンエージという言葉を使い

ます。特にサッカーなんかは、このプレゴールデ

ンエージ、４歳から８歳、この時期にボールをコ

ントロールする力であったり、それからとめる力

であったり、そういったことが養われるというよ

うなお話があります。 

  ですから、この時代に、この芸術文化もやはり

同じだと思うんです。そういった観点から今回こ

の事業を取り入れてきたんだろうなと思うんです

が、それらについての考察をお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 先ほど市長のほうからの

答弁にもありましたとおり、こういった特に保育

園・幼稚園の子どもたちに対する派遣事業という

のは全国的にもなかなか行われていないというの

が現実ですが、やはり可能性を持っている子ども

たちにすぐれた芸術等を見ていただく、一緒に体

験していただくということで非常に感性であると

か想像力が磨かれる、引き出せる、またそういっ

た芸術文化と触れ合うことで友達と一緒に何かを

つくることができたとか、やっぱりそういった達

成感、喜びとかそういったものが相当養われてく

るであろうというような思いがありますので、現

在、市内の小中学生、児童生徒に対しては派遣事

業等は行っておりますが、今後、特に保育園・幼

稚園の子どもたちに対して、そういった可能性を

引き出すがための事業として検討していければと

いうことで考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） この年代、神経系の発

達も非常に大きな時期だと言われています。繰り

返しになりますけれども、スポーツに関しても文

化芸術に対しても学び始めるスタートとしては非

常にいい時期だとされていますので、大いにこの

事業を楽しみにしていますので、早い時期での事

業開始を望みます。 

  続きまして、中学校の土曜学習についてなんで

すが、これらについては全国では幾つもの学校で

実際にやられているわけです。ただ、見てみます

と年に数回、月に１回とかそういった形での開催

が多いわけですけれども、その点、今回の中学生

の土曜学習はどのぐらいの回数を考えているんで

しょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） それではお答え申し上げ

ます。 

  この中学校の土曜学習につきましては、先ほど

基本的な考え方について市長のほうからお答えが

あったとおりでございます。基本的には、教育課

程には位置づけないという形でやってまいります

ので、任意という形になるだろうというふうに思

っております。 

  現在、中学生の土曜日の時間の使い方について

は、いろいろな計画のもとに使われている実態が

ありますので、そういったものをしっかりと捉え

た上で、その内容あるいは実施の方法等について

はしっかりと今後検討していきたいというふうに

思っております。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 今、教育長からお話が
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あったように、この事業自体は教育課程には位置

づけないということですので、例えばじゃ学校以

外のところでやるのかとか、それから答弁にもあ

ったように公的なものなのか、それともＮＰＯで

あったりそういった民間に任せるのか、その辺の

大まかな考え方というのはあるのかお尋ねしたい。 

  もう一点は、多様な学習とか文化、スポーツな

んかも答弁の中で入っていたわけですね。そうす

ると、単純に私なんかはもうどうしても勉強、学

習というイメージで捉えていたんですが、そうじ

ゃなくてもっと幅広い意味での土曜学習という捉

え方でいいんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 先ほど市長のほうからの

答弁にもありましたように、国のほうでもこのも

のについては推進をするということで何年も前か

ら取り組んでいるところでございます。 

  考え方はさまざまな部分があるわけですけれど

も、一つには、通常の教育課程内での学習の機会

には学べないもの、そういったものをこの機会に

学ぶというのも当然この中に入っておりますので、

先ほどの答弁にあったとおり多様なというような

ことでお答えをさせていただいたところでござい

ます。 

  また、学力向上につきましてもその中には含ま

れてくるわけでありますけれども、これにつきま

しても、学校の施設を使うというケースもあるし、

あるいはほかの施設、例えば公民館のような公的

な施設であったり、そういったもの、さまざまな

ものが考えられるであろうというふうに思ってい

ます。 

  これは一般的なところでございますので、本市

の場合どういう実態があるのか、あるいはどうい

った環境が利用できるのかということについては

十分に詰めなければならないことであろうと思い

ますので、それにつきましては詳細に把握をして、

先ほどお答え申し上げましたとおり、現実として

どういう事業として実施できるのかにつきまして

は検討させていただきたいと、こう思っておりま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） あらゆるところで格差

という表現がされるわけです。教育格差という言

葉も実際に存在しているわけです。そういった格

差の多少なりとも解消につながるのがこの土曜学

習なのかなというふうな捉え方を私はしたんです

ね。そういった意味合いでのこの事業の狙いとい

うのはあるんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 議員おっしゃることにつ

きましては、教育部では所管はありませんけれど

も、既に実施をしている部分もあります。そうい

った部分についても当然のことながら参考にさせ

ていただきながら、市全体としてどういうふうな

取り組みが一番いいのかということにつきまして

は詰めていきたいと、こう思っております。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 今、教育長の答弁にあ

ったように、ほかのことということでは生活困窮

者支援の中でのというお話だと思うんですが、と

にかくやはり格差解消ということも念頭に置きな

がらこの土曜学習がすばらしい学習になることを

期待して、次に移ります。 

  ⑶のところなんですが、今回の新年度予算の中

で市債が前年よりも５億2,570万ほど増加をした

わけです。その主たる要因としては、黒磯駅周辺

の再生の整備計画、これが大きな要因の一つを占

めています。そらからもう一つは、黒磯運動公園
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の整備という点もあるわけです。 

  そういうことも勘案しながら、今回の新年度予

算では、公債費については元金償還額を46億

2,600万、そして市債の部分が40億7,540万、そう

すると地方債の残高が約５億5,000万ほど減少す

るという予算立てをしたわけです。これらが市長

が言われる地方債残高をふやさない財政運営とい

う理解でよろしいでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） ただいま議員ほうからお

話がありましたとおり、そういった意味での地方

債、借金というふうなことになりますが、これを

ふやさないというふうな予算組みをしたというよ

うなことでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 了解しました。 

  では、何度も私、取り上げていますけれども、

行政評価システムについてなんですが、平成25年

度に改善を図って、その改善を図ったことによっ

て実施計画であったり、それから翌年度の予算編

成の際にもそれらのデータを生かしたいというこ

とで進めてきたわけですけれども、これらは全て

評価自体が内部評価なわけですよね。今後大切な

ことはやはり外部評価という視点を入れないとい

けないと思うんですが、これについての考えをお

伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） これまで議員おっしゃる

とおり内部評価ということで進めてきております。

そうした中で改善を加えながら行ってきたわけで、

今後も、先ほど市長から答弁があったように適宜

改善をして進めていきたいというようには考えて

おりますけれども、まずは職員が行うということ

で進めていければというふうに考えております。 

  そうした中で、そういった外部での評価が必要

だということになってくれば、それはまた改めて

検討していかなければならないだろうというふう

には考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） それから、以前答弁い

ただいた中で、この行政評価システム、事務事業

評価システムの公表について、これまでじゃない

ような公表の仕方について検討したいというお話

があったんですが、この点はその後どうなったか

お伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） ９月の議会でしたか、議

員からご質問ということで、公表の仕方を考えて

ホームページで公表をしてございます。今年度実

施した平成26年度分の評価につきましては、今年

度中に公表できるように進めてまいりたいという

ようには考えています。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 答弁の中でもありまし

たけれども、効率的な行政運営には当然ですけれ

ども行財政改革の推進が必要ですし、またこの行

政評価システムをさらに改善することが私は非常

に大切な要素だと思いますので、今後ともよろし

くお願いをいたします。 

  それではこの項を終わります。 

  最後の４番に移ります。 

  ４、黒磯消防署等の建てかえについて。 

  黒磯消防署は、昭和46年に建築され、既に45年

が経過した建物です。老朽化や耐震性にも問題が

あります。建てかえについてはこれまで消防組合

内部の検討会で検討されてきました。その後、新

庁舎の建設に伴い現在の本庁舎跡に移転する計画
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が発表されています。 

  しかし、新庁舎建設の延期に伴い、黒磯消防署

の建てかえはさらにおくれることが危惧されます。

また、老朽化の著しい塩原分署、板室分署の建て

かえの考え方もあわせてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） ４の黒磯消防署等の建てかえ

についてお答えをいたします。 

  市内防災拠点の中核である黒磯消防署の建てか

えにつきましては、非常に重要だと考えており、

早期の建てかえが必要だと認識をしております。

そうしたことから、移転先を新たに選定し、黒磯

消防署の建てかえを行ってまいりたいと考えてお

ります。 

  今後、那須地区消防組合を構成する大田原市及

び那須町のご理解をいただきつつ、消防組合の副

組合長として消防組合に対し働きかけをしていき

たいと考えております。 

  また、塩原分署、板室分署につきましても、重

要な防災拠点であり老朽化に伴う建てかえは必要

だと認識しておりますが、消防組合にはほかにも

改修が必要な、昭和40年代から50年代当初までに

建築された消防庁舎として湯本分署、湯津上分署

がありますので、計画的な建てかえが必要である

と考えております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 黒磯消防署の早期の建

てかえは必要だという話です。これ、私が議員に

なって間もないころから、黒磯消防署の建てかえ

ということで視察なんかも行ってきた経緯がござ

います。なかなかその時々の状況が合わずにこれ

まで建てかえがされずに来たわけです。 

  ですから、早期の建てかえを望むわけですけれ

ども、当然、今回、那須地区消防組合ということ

で広域になったわけですので、他市町の了解も得

なければいけないわけですけれども、まずは私が

考えるには、やはり建てかえの候補地を先に決め

ることが必要じゃないかと思うんですが、この土

地の選定については何か条件があるんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 議員のお話のとおり、以

前からやはり建てかえというようなことで、もち

ろん消防組合、黒磯那須消防組合時代にそのとき

から検討を重ねてきたというふうなところでござ

いまして、消防のほうとしましては、現在の消防

署になっておりますけれども、そこから余り遠く

ない場所、大体1.5㎞程度、そういうふうなとこ

ろでというようなお話は聞いたことがございます。 

  そんなところからしますと、やはり黒磯市の旧

市街地に近いところというふうなところ、それか

らもう一つはやはり面積的なところで、必要かつ

十分な面積をというふうなお話を聞いております。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 今現在の消防署から

1.5㎞というのは、これ半径1.5㎞という理解でよ

ろしいんですね。はい、わかりました。 

  これ、おおむねで結構なんですが、黒磯消防署

の早期建てかえを考えた場合に、やはり今後のス

ケジュールというのは当然頭に入れてこれから進

めていかなくてはいけないと思うんですが、もし

おおむねでも結構ですからスケジュールがありま

したらお尋ねいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） スケジュールでございま

すが、消防組合ということになりますので、私ど
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ものほうでなかなか具体的なところというものは

申し上げられないというふうに思いますが、実際

これから建設をするというふうなことになります

とまずは設計ということになります。 

  その設計につきましても、やり方によりますが、

現在できました那須地区の消防組合本部でありま

すと、プロポーザル等も導入してというような経

緯がございます。そういったところをしますと大

体２年くらいかな、また建設というようなことに

なりますと１年強、そこら辺の期間は見なければ

いけないのかなというふうな必要は感じておりま

す。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） そうすると、実際に設

計に入って完了までに丸３年というぐらいの日数

が必要だというお考えだということですね。了解

しました。早く土地なんかの結論が出れば当然早

くできるわけですので、急いでいただきたいなと

思います。 

  あわせて、塩原分署、それから板室分署の建て

かえについては、同じように古いのが湯本であっ

たり、それから湯津上、それぞれの分署も古いと

いうことですから、これらは一括して計画を立て

ないとなかなか進んでいかないのかなと思うんで

すが、そういった今後建設計画を立てる考えはあ

るんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 消防の広域化協議会の中

で、施設整備計画というようなことで項目がござ

いました。その中では、新しい消防組合が発足後

検討、そして策定するというふうになっていたか

と思います。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） わかりました。 

  市民の生命・財産を守るとともに安心安全な生

活を支えるのが消防行政です。その拠点が消防署

なわけですね。ですから、一日も早い黒磯消防署

の建てかえを願い、この質問を終わります。 

  結びになりますが、君島市長には大きな市民の

期待がかけられております。これは私ごとですけ

れども、私の考えるリーダーの心得というのは３

点あると思うんです。 

  １つは、やはりリーダーですから率先垂範、み

ずから進んで事を行う。単純なことでいえば、大

きな声で挨拶をするとか、それから常に笑顔で人

と接するとか、そういったことが挙げられるので

はないかなと思います。 

  それから２点目は、迅速な行動、対応、これだ

と思うんです。やはり迅速な行動、対応をするこ

とによって人からの信頼というのは増していくと

思います。 

  それから３点目は、もう君島市長は当然そうい

う方だと思いますが、やはり誠実な行動だと思い

ます。 

  率先、迅速、誠実、この３点、口幅ったいよう

ですけれども、もし参考になればと思い申し上げ

ます。 

  以上で私の代表質問を終了いたします。ありが

とうございました。 

○議長（中村芳隆議員） 以上で公明クラブ、吉成

伸一議員の代表質問は終了いたしました。 

  ここで昼食のため休憩いたします。 

  午後１時、会議を再開いたします。 

 

休憩 午後 零時０９分 

 

再開 午後 １時００分 
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○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 眞 壁 俊 郎 議員 

○議長（中村芳隆議員） 次に、志絆の会、14番、

眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 皆さん、こんにちは。 

  志絆の会、議席番号14、眞壁俊郎でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

  まず、君島市長、市長就任、誠におめでとうご

ざいます。 

  早速、代表質問に入りたいと思います。 

  １、平成28年度市政運営方針について。 

  君島市長は、平成28年度市政運営方針の基本姿

勢として、「ここ那須塩原市に住み、生活する皆

さんを一番に考える市民優先の市政運営」、「国

や県との関係を大事に、近隣市町とも手を携え、

しっかりとしたきずなで結ばれた市政運営」、

「公平、公正で健全な市政運営」を基本理念に、

目指すべきまちづくりの体系として、「市民とと

もに歩む那須塩原市」「安心して暮らせる那須塩

原市」「国・県と太いパイプでつながった那須塩

原市」「元気な那須塩原市」「人と人が支える那

須塩原市」の５つの柱に即し、平成28年度の主要

事業を実施することからお伺いするものでありま

す。 

  ⑴新庁舎建設時期の延期についてお伺いをいた

します。 

  ⑵（仮称）公共施設等総合管理計画の策定につ

いてお伺いをいたします。 

  ⑶高齢者外出支援タクシー料金助成事業につい

てお伺いをいたします。 

  ⑷子育て応援米支援事業についてお伺いをいた

します。 

  ⑸国・県、近隣市町との連携を図りながら、き

ずなを生かした市政運営についてお伺いをいたし

ます。 

  ⑹商業の振興、農業の振興、観光産業の振興に

ついてお伺いをいたします。 

  ⑺小中学校へのエアコンの設置など、教育環境

のさらなる充実についてお伺いをいたします。 

  ⑻地方創生や定住促進の推進ついてお伺いをい

たします。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 志絆の会、眞壁俊郎議員の会

派代表質問にお答えをいたします。 

  １の平成28年度市政運営方針について順次お答

えをいたします。 

  初めに、⑴の新庁舎の建設時期の延期について

ですが、東京オリンピックなどの影響により建築

費等の高騰が伝えられており、合併時からの懸案

となっている新庁舎建設ではありますが、合併特

例債の発行可能期間も平成36年度まで延長された

ことも踏まえ、建設時期の延期が適当であると判

断をいたしました。 

  新庁舎の建設時期は、東京オリンピック以降に

実施する方向でこれから手順を踏んで進めてまい

りたいと考えており、庁舎建設を再開する段階に

おいては、庁舎建設市民検討懇談会委員の皆様や

議員の皆様からいただいたご意見、これまでの調

査結果などを生かすとともに、再度、市民の皆様

の声を聞き、じっくりと議論を重ねながら新しい

庁舎をつくり上げたいと考えております。 

  次に、⑵の（仮称）公共施設等総合管理計画の

策定についてお答えをいたします。 

  今後予想される人口構成などの社会情勢や財政
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環境の変化を見据え、既存の施設の診断・評価を

実施し、全体的な配置状況、利用状況等を総合的

に分析・検討し、今後活用していく施設や統廃合

が必要な施設を見きわめ、最適な施設配置をして

いきたいと考えております。 

  合併後10年が経過し、施設の維持管理、保全の

見直しも必要な時期となっております。それらの

総合的かつ計画的な管理の推進に向け、（仮称）

公共施設等総合管理計画を策定してまいります。 

  次に、⑶高齢者外出支援タクシー料金助成事業

についてお答えをいたします。 

  この事業につきましては、在宅の70歳以上の高

齢者で、みずから移動手段の確保が困難で同居の

親族による外出支援を受けられない方を対象とし

ております。 

  助成内容につきましては、タクシーの初乗り料

金の支払いにかえることができる券を世帯単位で

月当たり４枚、年間で最大48枚を交付する事業で

あります。平成28年度は、準備期間もあり、９月

利用開始として７カ月分の助成額を計上しており

ます。 

  次に、⑷の子育て応援米支援事業についてです

が、本事業は、「はじめてのふるさとごはん事

業」として実施するもので、１歳６カ月のお子さ

んを持つ世帯を対象に本市産の特別栽培米コシヒ

カリ20㎏を贈呈し、「はじめてのふるさとごは

ん」による食育の推進や、若いお父さん・お母さ

ん世代による地元産米の消費拡大の動機づけにな

ればと考えております。 

  次に、⑸の国・県、近隣市町との連携を図りな

がらきずなを生かした市政運営についてお答えを

いたします。 

  私は、急速に進む人口減少を背景とした少子高

齢化の進展や社会保障費の増大など、喫緊に対応

を要する数々の課題が山積する中においては、国

や県との信頼関係とつながりが非常に重要であり、

豊なまちづくりを進めていくためには、これをさ

らに深めていく必要があるものと考えております。 

  また、同じ課題を抱える近隣の市町とのさらな

る連携を図り、本市が中心市である那須地域定住

自立圏における取り組みなどを通じて深いきずな

を築き上げ、そして効率的で財政的にも有利な施

策展開を進めていくことによって質の高い住民サ

ービスを提供できるよう、広域的な地域づくりを

行ってまいりたいと考えております。 

  次に、⑹の商工業の振興、農業の振興、観光産

業の振興についてお答えをいたします。 

  初めに、商工業の振興についてですが、地域経

済の活性化や雇用の創出を図るため、従来の企業

誘致に加え、サテライトオフィス等の誘致にも取

り組んでまいります。また、商工会等との連携に

より起業者を応援する創業支援対策や商店街のに

ぎわいづくりにも取り組んでまいります。 

  次に、農業の振興についてですが、新規就農者

の育成、担い手確保を図るための青年就農給付金

事業等への取り組みや、ＴＰＰに対応できる足腰

の強い農業の確立を図るための畜産クラスター事

業に取り組むとともに、地産地消の拠点となって

いる農産物直売所の整備を支援してまいります。 

  また、深刻化・拡大化する農産物の鳥獣被害対

策として鳥獣被害対策実施隊を設置してまいりま

す。 

  最後に、観光産業の振興についてですが、観光

誘客数のさらなる増加を図るため、引き続き、観

光局を中心とした首都圏向け観光プロモーション

やインバウンド事業等を実施してまいります。 

  これらの振興策を推進していくとともに産業間

の連携・交流をさらに促進し、地域の産業、経済

の活性化を図っていきたいと考えております。 

  次に、⑺の小中学校へのエアコンの設置など教



－96－ 

育環境のさらなる充実についてお答えをいたしま

す。 

  耐震改修事業が今年度で完了することから、今

後は、体育館など老朽化の著しい施設の改築を行

うとともに、エアコンの設置やトイレの洋式化改

修など設備についても計画的に更新し、教育環境

を充実してまいりたいと考えております。 

  最後に、⑻の地方創生や定住促進の推進につい

てお答えをいたします。 

  地方創生や定住促進についての取り組みは、人

口減少による地域経済の縮小がさらなる人口減少

を加速化させるという負のスパイラルに陥らない

ために必要であると認識をしております。 

  現在、第２次総合計画の策定にあわせ、那須塩

原市まち・ひと・しごと創生総合戦略の見直しも

行っているところであり、今後、「産・官・学・

金・労・言」の各会からの意見をお伺いして改定

してまいります。また、見直しを行うに当たりま

しては、国や県との連携を図りながら進めてまい

りたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） この市政運営方針につ

きましては、先ほど君島議員、またあと吉成議員

からありましたので重複するところがあるかと思

いますが、ぜひこの辺はご了承を願いたいと思い

ます。 

  まず、新庁舎建設の延期についての再質問にな

ります。 

  新庁舎の建設の延期についてですが、新庁舎の

建設時期については、先ほど市長からありました

ように、東京オリンピック等の影響により建設費

の高騰、また合併特例債の期間の延長ということ

で建設時期の延期が適当であるということであり

ます。 

  このようなことでありましたが、新庁舎建設に

ついては、平成27年３月に新庁舎建設基本構想が

出されたわけでございます。この構想については、

庁舎建設市民検討懇談会や市民アンケートの調査

結果、またこの市議会からの提言、こういうもの

も尊重したもので、これまでの新庁舎建設にかか

わる検討経緯や既設本庁舎の課題等を整理し作成

されたものであります。 

  その中で、完成時期については平成30年度を目

標にということで新庁舎建設基本計画や基本設計

に取り組んでいたというところであります。新庁

舎建設は合併時からの懸案ということで市長もお

答えになっているかと思います。この建設時期の

延期、これは市民にとっても我々議会にとっても

大変重い決断をしたんだろうと私は思っておりま

す。 

  このことについて市長はどのように考えるのか

お伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 今まで進めてきました那須塩

原市の市政の、私は、重要な転換というふうに考

えます。大変重い決断を今回させていただいたと

いうことでございます。 

  いろいろな形で那須塩原市議会、そして庁舎建

設の懇談会、市民の皆様方からいただいた意見

等々を踏まえながら建設に向けて進めてきた方向

性、計画を、今回、方向転換をさせていただいた

と、大変重要な判断を私がさせていただいたわけ

でございます。 

  私は、以前から申し上げておりますとおり、庁

舎建設はしないと言っているものではありません。

時期をずらし、オリンピック等々の後にきちんと

した形で整備を進めたいという思いを込めて、今

回、この庁舎建設の時期の延期を決断したという
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ことでございます。 

  この新しい庁舎の建設に当たっては、またいろ

いろな形で新たな計画を策定し、そして皆様方に

お示ししながら整備を進めるというような段階的

な計画が必要だと思っておりますし、今までご協

力をいただいてきた皆様方、そして先ほども答弁

をいたしましたが、土地の所有者、地権者の方々

もいらっしゃるわけですので、こういった方々へ

の対応、そういったものを私はきちんと進めてま

いりたいと考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 市長の考え方はよくわ

かります。当然、今回の市長選挙においてこの公

約がやはり一番大きな公約だったのかなと、私も

これは理解しているところでございます。そうい

う市民もいるということで理解しているところで

ございます。 

  そのような中で、先ほどもちょっと吉成議員の

ほうから聞いていたところもあるんですが、建設

時期についてオリンピック以降実施するというよ

うなことでありましたが、実際にそうすると完成

時期というのはいつごろになるのか、この辺、考

えているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 先ほど吉成議員の会派代表質

問にもお答えしましたが、計画的な年次について

はまだちょっとお話を申し上げる内容ではござい

ません。オリンピックが終わりました後というふ

うに、ちょっとぼんやりとした形で皆様に申し上

げてきた経過もございますし、これから４年間の

中でそういった年次的な整備計画、そういったも

のもきちんとやはりつくり上げていく必要がある

だろうというように思っているところでございま

すし、それに向けて努力をしていきたいと考えて

おります。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 時期はわからないとい

うことですが、当然、オリンピック以降という形

になると、最低でも平成35年には多分できないん

だろうと思います。そうすると、もうちょっとお

くれると40年近くになるのかなというようなイメ

ージも私は持っています。 

  そんな中で、先ほど那須塩原の資源ということ

でお話がありましたが、私は、那須塩原駅、最大

の資源だと思っているんです。まさにこれから定

住促進、そして那須塩原市が発展をするのには、

やはり那須塩原駅、私、最大の資源だと思ってい

ますが、この辺どのように考えておりますか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 新幹線が停車をする那須塩原

駅、これは最大のやはり魅力だと私も思っており

ます。この広域的な駅をさらにやはり活用してい

く、そして那須塩原駅周辺のそういった開発にも

つなげていくと、これがこれから必要になってく

るであろうというふうに思っております。 

  今まで庁舎建設と那須塩原駅の西口周辺の整備、

一体で考えてきたという経過があるようでござい

ますので、今回ちょっとこれを切り離した形で、

駅周辺の整備についてはこれから検討してまいり

たいと考えているところであります。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 今、市長が言われまし

た。まさに私、市長も最大の資源だということで、

この辺は同じ考えかと思っております。 

  西口の整備は新庁舎とは離して進めていくとい

うお話だったんですが、この辺のちょっとスケジ

ュール的なものをもしわかればお願いしたいなと

思います。 
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○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 那須塩原駅周辺の整備の計画

につきましては、迅速にこれに入っていきたいと

いうように考えているところでございます。平成

28年度、新年度からこれに取りかかれればと考え

ているところであります。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） わかりました。早速取

り組んでいくということでこれは理解したいと思

います。 

  この項のまとめになりますが、土曜日の下野新

聞で2015年の国勢調査が出されました。国の人口

は、1920年の調査以来、初めて人口が減少になり

ました。栃木県も20年ぶりに200万人を割ったと

いうことでございます。県内で新幹線の駅を有す

る小山市が1.42％の増、宇都宮市が1.37％の増と

いうことで、これは顕著であります。 

  しかしながら、那須塩原市は残念ながら増加率

がマイナス0.65％ということで減少に転じており

ます。人口の減少時代の対策を早急に進めること

が、これからの那須塩原市の最重要課題だと私は

考えております。 

  那須塩原駅周辺は、新幹線開通後30年以上たち

ますが、私たちが描いていたまちのあり方とちょ

っと違うかなというような感じを持っております。

県北の玄関口の拠点としてはまさに寂しい限りで

す。 

  このような中、那須地域の中核都市にふさわし

いまちづくり、これは先ほども市長が言われまし

た。そんな中で、平成30年度完成を目標に那須塩

原駅周辺に新庁舎の建設を進めていましたが、こ

の平成28年度の市政運営方針で完成時期の延期が

適当であるとの判断を市長はされました。 

  那須塩原市は、首都東京から150㎞圏の位置に

ありまして、新幹線を利用すればまさに都心から

最短70分、１時間ちょっとということでございま

す。また、高速道路のインターチェンジが２カ所

あります。まさに交通の要衝となっていると、ま

さにこれも資源だなと思っております。このポテ

ンシャルの高さを生かし、人口の減少克服と、ま

た今言われている地方創生に私はしっかり取り組

んでいかなければならないと感じております。 

  那須塩原駅の活性化は、早急に進めなければな

らないと私は強く考えております。新庁舎が那須

塩原駅にできるということで、ホテルや商業施設、

また銀行などの動きもあるというような話も聞い

ております。 

  その意味で、やはり新庁舎は那須塩原にも大き

な影響が私はあるんだろうと思っております。市

長は、東京オリンピック以降の建設を考えまして、

今後、庁舎建設市民懇談会や議員からの意見、ま

た調査結果を生かして新たに市民の皆様の声を聞

き、じっくりと議論を重ねながら新しい庁舎をつ

くり上げたいということです。 

  私は、那須塩原市や県北の発展には、庁舎建設

に早急に取り組むことが那須塩原市の将来にとっ

て最善の策であると強く考えております。ぜひ早

期の建設検討を私は要望しまして、この新庁舎建

設時期の質問については終わりにいたします。 

  続いて、⑵の（仮称）公共施設等総合管理計画

についてでございますが、これについての計画期

間、あわせてスケジュール等について、概要で結

構ですがお話をいただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） 現在進めている公共施設

等総合管理計画におきましては、９月ぐらいを目

途に策定を進めているところでございます。今回

取り組む管理計画におきましては、計画期間等に
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ついて、今後の中で具体的に調整をしながら計画

を策定していきたいと、そのように考えていると

ころでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） ９月を目途に作成する

んだということであります。その後のスケジュー

ルについてはなかなか、合併とかいろんなものが

あるので、実際に計画ができてからいろんな意味

で10年以上かかるのかなというような感じがしま

す。まさにこの計画は少子高齢化が進んで人口減

少時代に必要な施策でありますので、しっかりこ

れは取り組んでいただけることを要望したいと、

このように思います。 

  ３番目の高齢者外出支援タクシーの料金助成の

事業についてでございますが、先ほどやはりこれ

も吉成議員のほうからありましたが、この事業に

つきましては廃止をした件で、理由的には対象者

のうち利用が少なかったというような中でこれは

廃止したという経緯かと思っておりますが、前回

使っていた利用者というか、対象者のうちどのぐ

らいの方が利用していたのか、これについてお伺

いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 廃止前といいます

と、１年間フルでやりましたのが平成24年でござ

います。25年の９月いっぱいで廃止をしてござい

ますので、24年になりますけれども、そのときの

数字でお答えをしたいというふうに思います。 

  対象者といいますのは、先ほど申し上げました

ように、基本的にはひとり住まいまたは高齢者の

みの世帯であって車がないとか、ご家族はいるけ

れどもそういう人の支援が受けられないというよ

うな方を対象としていましたので、正確に全ての

対象者を申請がないとなかなか把握できないとこ

ろもございますので、70歳以上の方のうちどれだ

け使われているかというような形でのお答えを申

し上げたいと思うんですけれども、平成24年度の

数字でいいますと、利用率というのは64.2％でご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 今の64％というのは、

70歳以上の方のうちの64％が使っていたというこ

とですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 利用率ということ

でございますので、70歳以上の方のうち利用され

た者が64.2％になるという意味合いでお答えを申

し上げました。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） そうすると、申請者の

中で64％というような形かと私は考えました。 

  その中で、システムというか運用的には同じで

すということで先ほど答弁がありましたが、今回

どのぐらいの人間が利用できるのか、そして、先

ほど言ったんですが、これ申請制だというような

形なので、ちょっとその辺、どのような説明を市

民の方にしていくのかお伺いをしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 今回、予算をお願

いする中で、ある程度利用件数を見込まないと当

然予算の要求ができないということでシュミレー

トしたところでございますけれども、具体的には、

24年度が年間を通しての実績の最後の年でござい

ますので、その年の数字をもとに、70歳以上の高

齢者の伸びにそのときの利用率を掛けるような形

で数字は出していったというようなやり方でつく
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ってございます。 

  世帯で出すというような制度でございますけれ

ども、世帯数で申し上げますと、交付の見込みは

2,900件ほどになるというふうに見込んでござい

ます。 

  ただ、先ほど吉成議員にもお答えしましたよう

に、28年度の予算の中では７カ月分というのがご

ざいますので、そういうもの、それから先ほど申

しましたように利用率が64.2というようなのがご

ざいますので、見込まれる世帯数に利用率を掛け

て12分の７をするというような形で数字はつくっ

ていったというようなことでございます。 

  それから、説明でございますけれども、まだ詳

細な要綱等をつくってございませんので、説明は

当然この議会で予算の議決をいただいてからとい

うことになりますけれども、それから要綱等を整

備してご説明を申し上げていく形になりますけれ

ども、まず説明と申しますか周知につきましては、

ホームページはなかなか高齢者の方ですと見にく

いですけれども、広報、それからホームページ、

さらに民生委員さんあるいは地域包括センター等

にも制度が始まるということを周知しまして、相

談に乗っていただくというような形でやりたいと

いうふうに思っているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） それについては了解を

したいと思います。 

  その中で、今回、タクシーの初乗り料金だけの

多分助成というような形かと思いますが、私、高

林地区なので、当然、初乗りというと多分全然使

えないと思うんです、基本的には。その辺をどの

ように考えて今回そういう形でこの事業を始める

のかということをお伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 制度があるときに

も、特に高林ということではございませんけれど

も、比較的タクシーの拠点となる、一般に駅中心

にありますので、そこから遠い地区の方にとって

は、なかなか初乗り料金だけでは目的のところま

での利用が難しいというようなことは聞いていた

ところでございます。 

  ただ、今回につきましては、それでも、先ほど

市長がお答えをしましたように、市長が多くのお

声を聞いた中で外出の手段の一助になればという

ことから、そこのところは特段の改良はしてござ

いませんけれども、そういう点から復活というこ

とで予算をお願いしているということでございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） それについては理解を

したいと思います。 

  ただ、やはりこの事業自体が公平ではないのか

なと私はちょっと思います。バスのほうも予約ワ

ゴンバスということで、特に郊外のお年寄りが使

いづらくなっているのは、これはもう間違いなく

明らかになっております。私も何度か聞いたこと

があります。ぜひその辺のところもやはりしっか

り考えていただいて、今後いろんな施策を考えて

いただけることを要望しまして、この項は終わり

にしたいと思います。 

  続いて、⑷の子育て応援米支援事業についてで

ございますが、これについてはやはり先ほど吉成

議員のほうで詳しくある程度のお話は聞いておる

んですが、「はじめてのふるさとごはん事業」、

そして食育の推進、また地元産米の消費の拡大、

こういう点から私もこれを実施することに関して

は非常に理解をしたいと思います。 
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  その中で、ちょっと事業化に向けて内容を詰め

ているかと思いますが、この辺、もう少し詳しく

お伺いをしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） お答え申し上げます。 

  事業のもう少し詳細についてということのお尋

ねだと思います。 

  まず、ＪＡなすのとの共同事業でやることと対

象者と配付方法につきましては、吉成議員にお答

えしたとおりということでございます。 

  そんな中で、事業の実質的な開始時期がいつに

なるのかというようなお話をしていませんので、

こちらにつきましては、７月の健診から実質的に

引きかえ券を配付していきたい、そんなスケジュ

ールで今準備を進めているところでございます。 

  したがいまして、４月、５月、６月に健診対象

となった方につきましては、７月以降にその皆さ

ん方にさかのぼって引きかえ券を郵送という形で

お手元に配付させていただくと、そんなような対

応をしてまいりたいと考えております。 

  ちなみに、対象世帯の予定数が１年間でどのく

らいになるかということでございますが、こちら

は昨年度の健診対象者数で見てみますと1,030人

ということで、おおむねこの３年間、1,000人を

ちょっと超えるくらいの中で推移しているという

ことでございます。 

  また、健診の受診率につきましては、昨年が

95.3％ということで、５％弱の方が未健診という

ことになります。人数にしますと約50名程度とい

うことでございますので、この方々に対しまして

も、郵送という形で引きかえ券をしっかりと間違

いなく届くように配付させていただきたいという

ふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 本当に丁寧な対応をす

るということで、この事業につきましては、ＪＡ

なすのさんとの共同事業、また特別栽培米、こう

いうものの提供ということで、農家さんなどの賛

同者、こういう方もたくさんいるということかと

思っております。こういうことは非常に私は大切

なことだと思っております。 

  今、若い人、余りご飯を食べなくなってきてお

ります。食育の推進、そして地元産米の消費の拡

大に役立つ事業であります。また、市長のこれは

公約の事業でありますので、この事業は大変私、

いい事業だと思いますので、利用者や市民の意見

を聞いてぜひ長い事業にしていただきたいという

ことで、この項は終わりにしたいと思います。 

  ⑸の国・県、近隣市町との連携を図りながらき

ずなを生かした市政運営については、理解をいた

しました。特に本市が中心市で進める那須地域定

住自立圏構想を早急に確率していただいて、広域

的な地域づくりをこれについてはお願いしたいと

思います。 

  ⑹の再質問でありますが、商業の振興、また観

光産業の振興については理解をしたいと思います。 

  農業関係で、深刻化・拡大化している農産物の

鳥獣の被害対策ということで鳥獣被害対策実施隊

を設置するということでありますが、これについ

て詳細をお伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 鳥獣被害対策実施隊

の詳細についてということでお答え申し上げます。 

  まず、農作物被害については、年々増加の一途

をたどっているということでございまして、昨年

度は被害額が6,700万円に上ったということでご

ざいまして、対前年度で比較しても2,500万円を
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上回る被害があったということで、我々としては

最重要課題ということで受けとめておりまして、

予算も増額を図る中で、地元の皆様、猟友会、そ

うして市との協働によりまして、科学的な知見と

いったものに基づいた対策を進めているというと

ころでございます。 

  そんな中で、28年度につきましては、地域、猟

友会、そして市の３者間の調整役を担っていただ

いて、迅速かつ効果的な地域への支援、アドバイ

スによって鳥獣被害といったものを軽減すること

を目的に、鳥獣被害対策実施隊というものを設置

することとしたというところでございます。 

  本市には８つの猟友会の支部がございますが、

そこから各支部２名くらいずつ選抜していただい

て18名程度の実施隊を設置いたしまして、具体的

には、市内の鳥獣被害を未然に防ぐためのパトロ

ールの実施であったりだとか、実際に被害が生じ

た場合にはその被害の現地を確認していただいて

有効な対策を検討していただく、さらには被害集

落への電気柵の設置等々についてのアドバイスな

どをいただくことを実施隊の役割とさせていただ

いているというところでございます。 

  なお、有害鳥獣の捕獲であったりとか、わなの

設置であったりとか見回りについては、従来どお

り各猟友会の皆様方にお願いするという予定でお

ります。これによりまして、従前にも増しまして

被害対策の充実に努めてまいりたいというふうに

思っているところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） それについては理解を

いたしました。 

  私の地元の話で申しわけないんですが、私の高

林の山沿いを行くと、ちょっと猿の数がここ数年

かなり多くなっているように感じております。鳥

獣被害対策についてはなかなか有効な手だてが見

つからないというのは私も認識しております。こ

の鳥獣被害対策実施隊の活躍を期待しまして、こ

の項は終わりたいと思います。 

  ⑺の小中学校へのエアコン設置などの教育環境

のさらなる充実についてでありますが、耐震改修

事業が終了して、これから老朽化施設の改修、ま

たエアコンの設置、トイレの洋式化、こういうこ

とを行うということでありまして、エアコンの設

置につきましては私も一般質問で要望したことが

ありまして、そのときは、先ほども出たんですが、

扇風機がついたというようなことでありましたが、

エアコンの設置、今、夏場にエアコンがないとい

うのは非常に厳しいところでありますので、こち

らも計画どおりぜひ、これからなるかと思います

が進めていただきたいなと、このように思います。 

  もう一点、トイレの洋式化について、今やって

いるかと思うんですが、この辺の、終わっている

ところもあるかと思うんですが、スケジュール的

にいつまでに終了させたいというようなことがあ

ればお伺いしたいんですけれども。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） トイレの洋式化につきま

しては、耐震改修に関連する小中学校については

逐次実施をしております。 

  ただ、まだ半分以上が残っているというのが現

状でございまして、数も相当あるという中で、や

はり年次計画を立てながら進めていきたいという

ことで今計画を立てているんですが、おおむね五、

六年はかかってしまうかなというような見込みは

しております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 五、六年、やはり長い
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スパンかなと思っております。これは当然財政面

もありますので、ぜひ早く設置ができることを私

も要望して、この項は終わりたいと思います。 

  最後になりますが、⑻の地方創生や定住促進の

推進でありますが、第２次総合計画の策定にあわ

せてまち・ひと・しごと創生戦略を見直している

ということでありますが、これ今スケジュール、

また今これについてどのような議論がなされてい

るのかお伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） 見直しのスケジュールで

すけれども、できれば９月ぐらいまでにまとまれ

ばというふうに考えております。あと、総合計画

の審議会もあわせてこの見直しを行うということ

になっていますので、審議会等での意見等も聴取

しながら今進めているという段階です。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） ９月ごろを目途にとい

うことで、これからの那須塩原市の総合計画とい

うことでまさに大事な計画になると思います。 

  我々議員としても、意見を聞いてくれるという

ことでありますので私たちもしっかりこれを見な

がら、那須塩原市のすばらしい市ができることを

やっていきたいなと、このように思っております。 

  国と県との連携を進めるということであります

が、少しこの辺、先ほどもいろいろお話は伺って

いるんですが、具体的にどんな形があるのかとい

うのをちょっとお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） なかなか具体的にといいまし

ても一つ一つの事業を挙げてというわけにはいき

ませんけれども、事業を実施するに当たっては、

国庫補助事業あるいは交付金事業といったものが

あるわけでございますけれども、今までもやはり

そういったものについては行政がきちんとした窓

口を通してやってこられたという経緯があろうか

と思います。それをさらに私も進めていきたいと

考えております。 

  先ほどの会派代表質問の中でも申し上げました

が、今まで培ってまいった人と人とのつながり、

そういったものをきちんとやはり活用しながら、

さらなるそういった予算の獲得に向けた動きを強

めたいと考えているところであります。なかなか

事業一つ一つ、これはというわけにはいきません

けれども、総体的な形でこの流れを私は強めてま

いりたいなと思っております。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） なかなか具体的にはと

いうことで、市長のリーダーシップを期待したい

と思っております。 

  地方創生が目指す方向性は全国一律ではなく、

みずからの地域資源を掘り起こし活用することに

より多様な地域社会の形成を目指すものでありま

す。 

  第２次総合計画や那須塩原市まち・ひと・しご

と総合戦略の作成に当たっては、那須塩原市の魅

力ある多くの資源を活用し、持続可能な行政運営

ができるような議論ができることを期待いたしま

して、平成28年度の市政運営方針についての質問

を終わりにしたいと思います。 

  続いて、２の人事評価制度について。 

  行政サービスの高度化に伴う専門的能力、新た

な課題に積極的に取り組む姿勢と創造力、状況に

適切に対応できる柔軟性などがこれまでにも増し

て求められております。 

  こうした状況を背景に、能力、実績に基づく人

事管理を徹底し、より高い能力を持った人材の育

成と組織全体の士気高揚や公務能率の向上を図り、
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住民サービス向上の土台をつくるものとして人事

評価制度が導入されました。 

  このような中、人事評価制度の改正、業績評価

導入が行われることからお伺いするものでありま

す。 

  ⑴市の現状の人事評価制度の内容についてお伺

いをいたします。 

  ⑵人事評価制度の課題・問題点についてお伺い

をいたします。 

  ⑶人事評価制度の今後の活用及び運用について

お伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） ２の人事評価制度について順

次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の市の現状の人事評価の内容につい

てお答えをいたします。 

  現在、本市では、係長級以下の職員を対象とす

る市政適正評価を平成22年度から、また平成23年

度からは、課長補佐級及び課長級の職員を対象と

する管理能力評価の２つの能力評価を実施してお

ります。 

  この能力評価につきましては、職員個々の職務

遂行に対する意欲や取り組み姿勢等、発揮された

能力がどうであったかを事実に基づき評価するも

のであります。 

  次に、⑵の人事評価制度の課題・問題点につい

てお答えをいたします。 

  平成28年度から、これまで実施してきた能力評

価に加え、設定した目標に対する成果やその過程

を評価する業績評価を新たに導入いたします。 

  この業績評価では、組織目標に対して自分がど

のように貢献するのかを考え、個人目標を設定す

る必要があります。そのため、職員が目標設定の

仕方をしっかり身につけることが今後の課題であ

ると考えております。 

  また、問題点としましては、現在行っている能

力評価でも評価者によって評価に若干のばらつき

が生じているということであります。 

  最後に、⑶の人事評価制度の今後の活用及び運

用についてお答えをいたします。 

  能力評価に加えて業績評価の導入により能力と

実績に基づく人事管理を徹底するため、評価結果

を昇級、昇格、任用、その他の人事管理の基礎と

して活用する方針であります。 

  なお、本市の人事評価の目的は、職員間に優劣

をつけるものではなく、あくまでも組織全体の底

上げを図るものとして、今後におきましても人材

の育成を主眼として運用してまいりたいと考えて

おります。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 人事評価の制度につい

ての課題、運用についてお伺いをいたしました。 

  人事評価制度の基本は、先ほどもありましたが、

評価することにより差をつけることが目的ではあ

りません。人材育成のための重要なツールにほか

なりません。能力や仕事ぶりを評価して本人にフ

ィードバックすることにより職員の能力開発、そ

して人材育成につながり、成長させ、組織の業績、

成果を向上させていくものであります。 

  今回、地方公務員法の改正により能力及び実績

に基づく人事管理の徹底が求められていることか

ら、人事評価制度を改正し、これまで実施してき

た能力評価、市政適正評価及び管理能力評価に加

え、今回、業績評価を導入する、こういうことで

ありますが、これまで実施してきた市政適正評価

及び管理能力評価についてですが、もう少し詳し

く、どんな内容なのかお伺いをしたいと思います。 
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  あともう一点、先ほど評価者のばらつきの問題

が生じているということが問題になっているとい

うことですので、その辺もあわせてお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） それでは、まず初めに、

市政適正評価あるいは管理能力評価の詳細という

ふうなことでございますので、ご説明のほうを差

し上げたいと思います。 

  まず、市政適正評価でございますけれども、評

価項目というふうなものがございます。それが５

つございます。１つが倫理観、そして使命観、市

民感覚、それと経営感覚とチャレンジ精神という

ふうなことで設定をしてございます。 

  これは何から持ってきているかといいますと、

人材育成基本方針で求められる職員像というふう

なところから設定をしているところでございまし

て、それらの項目について、着眼点あるいはチェ

ックポイント、そういったものから評価をしまし

て、まずは自己評価、自分でどのような評価をし

ているのか、そしてその直属の上司であります、

例えば一番下の職員ですと係長が評価をする。２

次評価としまして、その上となりますので課長が

評価するというふうな流れとなっております。 

  もう一つ、管理能力評価のほうでございますが、

これは対象につきましては、課長、それから課長

補佐あるいは施設長というふうなことになってお

ります。 

  そんな中で、評価の項目でありますけれども、

姿勢、それからリーダーシップ、部下の育成力、

この３点について評価を行っているものでござい

まして、同じように自己評価、それから上司によ

る評価というふうな流れとなってございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

〔「すみません、議長」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 総務部長。 

○総務部長（和久 強） 申しわけございません。

もう一点ございました。 

  ばらつきがあるというふうなことでありますが、

このばらつきをなくすために毎年繰り返しまして

研修をしているところではございますが、どうし

てもその評価する者によって物差しが違うという

ふうなところがございます。 

  そんなことで、どうしても評価が偏りがちだ、

例えば一方の評価者についてはよく評価してしま

うというんですか、ランク的には５段階、Ｓ、Ａ、

Ｂ、Ｃ、Ｄというふうな５段階で評価しているわ

けなんですが、Ｓ、Ａが多いとか、あるいは一方

では厳しい評価をする評価者もいるというふうな

ことで、オールＢであったりとか、そういったも

のがございます。 

  先ほど申し上げましたように、そういったもの

を均一にするために毎年研修のほうを重ねている

というふうな状況でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 内容的には、私も同じ

ような評価を受けておりますのでわかっておりま

す。 

  それで、１点だけ確認したいのが、経営感覚と

チャレンジ精神、こういう着眼点があるかなと思

うんですが、特にこれから行政評価をする上で、

この辺、どんなことをどういうふうに見ていくの

かというのをちょっとお伺いしたいんです。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） これから導入します実績

評価のほうでは、そういったチャレンジ精神であ

るとかというのはありませんで、あくまで能力評

価の一環として、評価項目の一つとして今後も取
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り組んでいくところでございますが、やはり私た

ち、これから求められるのは、そのチャレンジ精

神、つまり前例踏襲ではなくて、いかにして問題

意識を持ちつつ、一方、先へ進んでいく力が必要

だろうというふうなことだというふうに思ってお

ります。 

  そんなことから、やはり経営感覚あるいはチャ

レンジ精神、そういったものがより多く求められ

るものだというふうに考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 能力評価についてなん

ですが、平成22年、23年から導入しているという

ような形の中で、今までに職員の人事評価、昇級

とか昇格、また昇任、こういうものに使われてき

たのかどうかお伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 昇級・昇格等に使われて

きたのかというふうなことでございますが、これ

だけをもって昇級・昇格というふうなことではご

ざいません。 

  ただ、やはり人事評価というふうなことで実施

をしてきておりますので、その基礎資料として活

用してきているというふうな状況でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 了解しました。まさに

人を評価するというのは、なかなか項目だけでは

難しいところがありまして、やはり人間性とかそ

ういうものも非常に重要になってくると私は考え

ておりますので、ぜひそういうところも参考にし

ていただきたいと思います。 

  その中で、業績評価を今回導入するということ

で、当然、目標管理というのが出てくるかと思う

んですが、この目標管理の設定、大変重要になっ

てくると思いますが、職員に対してどのようにこ

の目標を設定させるのか、この点をお伺いしたい

と思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 議員がおっしゃるとおり、

目標設定というふうなことになりますと、その役

職に応じた目標設定が必要になってくるというふ

うなことになります。 

  まず、やはり一番上に来ますのはビジョン、つ

まり総合計画というふうなことになろうかと思い

ますが、それを部長においては市長あるいは副市

長、あるいは教育委員会であれば教育長というよ

うなことになろうかと思いますが、そういった

方々と部長が面談をして、部としてのまずは組織

目標というものを決めていくと。 

  それで、その部の組織目標が決まりましたらば、

今度は部長が課長との面談を通して今度は課の組

織目標を設定していくと、またその下の係ごとの

目標というふうなことになりますが、もちろんこ

れも課長、係長が面談の上、目標を決めていくと

いうようなことでありますので、上からだんだん

ブレークダウンしていった上で目標設定をしてい

く。最終的には、下の一般職員のほうの個人個人

の目標を設定した上で進めていくというふうなこ

とになります。 

  もちろん、ブレークダウンだけではなくて下か

ら、係のほうから、こういうふうな目標はという

ところも加味した上で目標を設定していくという

ふうなことになろうかと考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） わかりました。本当に

この目標設定、非常に難しいですよね。特に市役

所の場合、いろんな職種があって、どこで業績を

図っていいのかというのがなかなか見えないと、

そういう状況も出てくるかと思いますので、しっ
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かり職員の皆さんと話をしていただいて、うまい

設定をしていただきたいと、このように思います。 

  人事評価制度は職員個人の持てる力を最大限に

発揮させるものです。行政評価のもとになる目標

設定を行うときには、中長期的な視点から意欲的

に取り組むことができるような必要があります。 

  このように、人事評価制度は、能力評価や業績

評価を人事評価にただ活用するものでなく、より

よく業務を遂行する上での大切な要素も含んでお

ります。職員に期待されている役割、遂行すべき

仕事の内容について具体的な基準を打ち出し、職

員に対してあるべき方向性やとるべき行動を示す

必要があります。 

  職員は、あるべき方向に向け努力し、至らなか

った点につきましては改善し、強制されることで

はなくて自立的に学び、新たな課題に前向きに取

り組めるような人事評価になることを期待しまし

て、人事評価制度についての質問について終わり

にいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時０３分 

 

再開 午後 ２時１３分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） それでは最後の質問に

入ります。 

  ３、一般廃棄物最終処分場について。 

  那須塩原市では、ごみ焼却処理後の焼却灰、不

燃残渣等を本市西岩崎にある一般廃棄物最終処分

場で埋設処理をしており、平成32年度末には埋設

終了となる見通しであり、次期最終処分場の整備

には５年間程度の期間が必要となることから、最

終処分場整備に必要な事項について具体的な方向

性を明らかにし、事業を円滑に進めるために基本

構想を想定することからお伺いするものでありま

す。 

  ⑴現処分場の状況についてお伺いをいたします。 

  ⑵最終処分場整備の課題・問題点についてお伺

いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） ３の一般廃棄物最終処分場に

ついて順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の現処分場の状況についてお答えを

いたします。 

  現在の那須塩原市一般廃棄物最終処分場は、埋

立容量９万2,704㎥の大きさの管理型最終処分場

で、平成７年２月から埋め立てを開始いたしまし

た。 

  今回、基本構想を策定するに当たり、平成27年

８月に実施した測量調査により、残りの容量は２

万6,222㎥となっており、焼却灰、不燃残渣、覆

土材等の埋立量により算定した供用期間は、平成

32年度末に埋め立て終了となる見込みでございま

す。 

  次に、⑵の最終処分場整備計画の整備の課題・

問題点についてお答えいたします。 

  一般廃棄物の適正な処理・処分については、廃

棄物処理法に基づき、市内において最終処分場を

確保し、将来にわたって適正に管理していくこと

が必要と考えます。 

  第２期最終処分場は、平成33年度の供用開始に

向け計画的に整備を進めていく必要がありますが、

整備に当たっては、環境への負荷の低減や大雨等
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の自然災害に万全な対策を講じるとともに、周辺

住民が安心できる環境に配慮した施設を整備して

いきたいと考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 一般廃棄物最終処分場

の現状及び最終処分場整備の課題・問題点につい

てお伺いをいたしました。 

  現在の最終処分場については、昨年の調査で、

埋立終了時期が平成30年度末ということで終了に

なるという見込みであります。第２期の処分場整

備を計画的に進めていく必要があり、整備に当た

っては住民が安心できる施設をつくっていく、こ

ういうことかと思っております。 

  廃棄物最終処分場につきましては、那須塩原市

は、産業廃棄物最終処分場がまさに集中しており、

現在においても建設計画があるなど大変大きな問

題や課題を抱えております。 

  再質問になりますが、現在の処分場建設に当た

って地域での反対等があったのかお伺いしたいと

思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（渡邊秀樹） 所管いたします私の

ほうからお答えさせていただきます。 

  反対ということにつきましてはございませんで

した。そのように回答させていただきます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） わかりました。反対は

なかったということであります。 

  もう一つ、現在の処理管理運営の中で環境保全

に関する問題、これは大気、水質、騒音、振動、

悪臭、地下水等ありますが、これらの問題、また

苦情とかはあったのか、この辺もお伺いしたいと

思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（渡邊秀樹） 最終処分場に関しま

しては、廃棄物処理法を初め、大気、水質、騒音、

振動、悪臭、下水、そういった関連の方策がござ

いますけれども、それらどれに関しましても事

故・事件、そういうものはございませんでしたし、

それに抵触することもございませんでした。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） わかりました。今まで

そういう問題は全くなかったということで理解し

たいと思います。 

  第２期処分場の候補地については、今回の議会

に提案されております基本構想で、現在の処分場

の敷地内ということで示されております。 

  建設に当たってやはり大変一番重要なことは、

地域住民の理解と協力が得られ、同意を得ること

かと私は考えております。地域住民への説明や理

解活動について、現在どのようになっているのか、

また今後どのようにするのかお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（渡邊秀樹） これまでの運営にお

きましても、地域住民の方に対しましては親切丁

寧に説明等は行ってまいりました。そして、今回

の基本構想、今定例会に議案35号として提出させ

ていただいたところでございますけれども、この

議決におきましても、基本構想の策定に当たりま

しても、地元にはまず構想に当たっているという

ことの説明をさせていただいております。 

  また、今議会前の全員協議会の中で議員にこの

ような報告をするということも地元の区長のほう

には説明させていただいておりますし、今定例会
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におきましてこの議決がしていただけましたら、

今度は地元のほうにおりまして、正式にその基本

構想を持って説明というふうに当たらせていただ

く、そのような手順で考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） わかりました。事前に

も自治会のほうには話をしているということで安

心はしているところでございます。 

  最後になりますが、第２期最終処分場基本構想

は今議会の重要な議案となっております。構想の

中で示されている候補地については、現在の処分

場の敷地内が示されております。地域での建設時

の反対や管理運営上での問題や苦情はなかったと

のことであり、安心をしております。 

  最終処分場の建設については、まさに安全安心、

信頼、これが大前提でありますので、建設地域の

住民に丁寧な説明や理解活動を最優先に取り組ん

でいただけることを強く要望しまして、志絆の会

会派代表質問を終了いたします。ありがとうござ

いました。 

○議長（中村芳隆議員） 以上で志絆の会会派代表

質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 山 本 はるひ 議員 

○議長（中村芳隆議員） 次に、かがやき、20番、

山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 会派かがやき、山本

はるひです。 

  通告に従い質問を行います。 

  １、市政運営の考え方について。 

  市民と行政が協働でまちづくりを進めていくた

めには、その目的と情報をお互いに共有すること

を原則に、対等な立場で議論してよいものをつく

り上げていくという姿勢が必要です。また、市民

サービスのための施策や事業は、その企画段階か

ら市民の声を聞いて実効性のある内容のものをつ

くり上げることが求められています。 

  私たち会派かがやきは、市民の立場で、今ここ

に住んでいる人たちが安心して住み続けられるま

ちを目指して議会活動を行っています。 

  そこで、今後４年間の市政運営に当たって、以

下のことについて市長の考え方を伺います。 

  ⑴平成28年度当初予算について。 

  当初予算の中で市長が特に新規事業として予算

化したものは何か、また予算編成の中で市長の方

針として特に指示したことはどのようなことか伺

います。 

  ⑵協働のまちづくりについて。 

  市民と行政が協働でまちづくりをしていくこと

に対して市長の考えを伺います。 

  ⑶情報提供と情報共有について。 

  市役所の持っている市政情報は、基本的に全て

市民のものだと考えています。市民への情報提供

と市民との情報共有について市長の考えを伺いま

す。 

  ⑷市職員のあり方について。 

  協働のまちづくりを進めていくときに、実際に

市民とともに考え、動くのは市職員の方々です。 

  そこで、市長の描く市職員のあるべき姿、理想

像について伺います。さらに、市職員に対して行

った初登庁の際の訓示内容について伺います。 

  ⑸放射能対策について。 

  東京電力福島第一原子力発電所の事故から５年

がたとうとしています。市内にはいまだに放射線

量の高いところがあり、不安を持ちながら子育て

をしている人たちがいます。 

  そこで、市長の放射能対策についての考えを伺
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います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員の

質問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） かがやき、山本はるひ議員の

会派代表質問にお答えをいたします。 

  １の市政運営の考え方について順次お答えをい

たします。 

  初めに、⑴の当初予算の中で特に新規事業とし

て予算化したもの、特に指示したことについてお

答えをいたします。 

  平成28年度当初予算については、市民優先を基

本的な方針とし、円滑な市政運営を第一に、公約

に掲げた事業や黒磯駅周辺地区都市再生整備計画

事業、小中学校トイレ洋式化、くろいそ運動場野

球場本球場の改修などの政策的経費についても計

上し、通年予算とするよう指示したものでありま

す。 

  特に公約事業については、高齢者外出支援タク

シー料金助成、子育て応援米支給、那須塩原駅駅

前広場整備基本計画策定、小中学校エアコン整備

に向けた調査・設計の４つを新規事業として、チ

ャイルドシート購入補助への対応は、平成27年度

から実施しております子育て応援券事業を市単独

事業として予算化をいたしました。 

  次に、⑵の協働のまちづくりについてお答えを

いたします。 

  市民と行政が協働でまちづくりをしていくこと

は、私が掲げました目指すべきまちづくりの体系

の一つであります。「人と人が支える那須塩原

市」の実現のためにも必要不可欠であります。 

  そのため、那須塩原市協働のまちづくり指針を

もとに、丁寧に市民の皆様の声をお聞きしながら

市民の皆様とともに力を合わせ、協働によるまち

づくりを進めてまいりたいと考えております。 

  次に、⑶の市政情報の市民への情報提供と情報

共有についてお答えをいたします。 

  私は、ただいま答弁いたしました市民との協働

のまちづくりを進める上で、市民への情報提供と

市民との情報共有は非常に重要であるものと認識

をしております。そのために多くの市民の皆様の

声を聞き、提供可能な情報についてはできるだけ

速やかに提供するよう努めてまいりたいと考えて

おります。 

  次に、⑷の市職員のあり方についてお答えをい

たします。 

  私が描く市職員のあるべき姿は、市民の役に立

つ職員を理想像と考えております。選挙の中で申

し上げてきました市民優先の市政運営を行うため

にも、市職員が市民のニーズを的確に捉え、私が

示す方向性をもって業務を遂行することにより市

民一人一人の力を結集していただくことが本当の

市役所の姿だと思っております。 

  訓示の中では、この市民優先の市政運営を初め、

国・県・市のパイプの構築及び隣接市町との連携

強化、そして公平で公正な行政の運営を基本に、

可能性と優位性を秘めた那須塩原市の将来、10年

先、20年先の基礎を築けるような行政運営を行っ

てまいりたいと述べたところであります。 

  最後に、⑸の放射能対策についての考え方につ

いてお答えをいたします。 

  市では、東京電力福島第一原子力発電所の事故

後、積極的に除染に取り組んでまいりました。教

育施設、保育施設等子どもの生活環境関連施設を

最優先に、次いで公民館や運動施設などの公共施

設、そして一般住宅と事業所等民間施設の除染を

実施してまいりました。また、市独自のメニュー

として、18歳以下の子どもが居住する住宅の表土

除去を追加して行ってまいりました。 
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  国は、長期的に追加被曝線量が年間１mSv以下

となることを目標として掲げ、これを時間当たり

に換算した空間線量を毎時0.23μSvと定めました

が、その後、これまでの知見の中で、毎時0.3か

ら0.6μSv程度の地域で追加被曝線量が年間１mSv

程度となることがわかってきております。 

  これらのことから、私としても、本市の除染は

一定の成果を上げていると考えているところであ

ります。これまでの除染の効果を検証した上で今

後の対応について検討していきたいと考えており

ます。 

  なお、一般住宅については、現在も除染未実施

の住宅の申し込みがあり、次年度以降もこうした

追加申し込みの対応を継続してまいります。 

  そのほかの放射能対策として、現在実施してお

りますホール・ボディー・カウンター検査、母乳、

尿の放射性物質検査、食品検査、学校等の給食検

査、空間放射線量マップや公共施設等各種測定に

ついても引き続き実施していく考えであります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 28年度当初予算につ

いては、円滑な市政運営を第一に通年予算とした

ということについては大変よかったと思っており

ます。 

  そこで再質問いたしますが、ただいま市長が特

に指示したこと、それから新規の事業として予算

化したものについては伺いましたが、それでは、

事業の中で見直しをしたほうがよいと思うものが

おありになるかどうか伺いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 事業については、今まで継続

して実施をしてきたものがございます。ここで私

が突然廃止をするというのもなかなかいきません

ので、この辺については継続的な形で実施を行い

ながら、平成28年度、新年度の中できちんと検討

をしてまいりたいというように考えたところであ

ります。 

  特に馬場の問題ですとか、そういったものにつ

いて私の考えなりもございましたので、これにつ

いては28年度の中で精査をし、そして結論を出し

たいと考えたところでございます。 

  また、多くの事業についても、継続的な事業に

ついてはそれなりの目的を持って整備に入ったと

いう状況がございますので、一つ一つこれについ

てもやはり精査をさせていただきながら、継続を

していくものは継続していく、あるいは打ち切る

ものは打ち切ると、そういった対応で考えてまい

りたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 今のお答えで馬場と

いう言葉が出ましたが、先ほど吉成議員の質問の

中で公共交通について、ゆーバス、予約ワゴンバ

スを含めて、それにつきましては見直しを含めて

検討をしていきたいというお答えがございました

ので、今のところ、市長が具体的に見直しを考え

ているものはその２つが主なものなのかなという

ふうに理解をいたします。 

  あと、多分ほかにも１年の間で見ていく中での

見直しあるいは再検討したいものというのは出て

くるんだとは思いますが、それは今後の28年度の

中でその時々で見ていきたいなというふうに思い

ます。 

  ３人の会派代表質問の中で既に個々の事業につ

きましては詳しく説明をしていただきましたので、

ここで大きな事業についての詳しいことはお聞き

することはしないのですが、１つだけ確認をして

おきたいことがございます。 

  市長は、公平で公正に物事を進めていくのだと
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いうことをずっと、公約でもきょうのお話の中で

も出ているのですが、高齢者外出支援タクシー料

金の助成につきましては、28年度に７カ月分の予

算をとっているのですが、先ほどのお話を聞いて

おりますと、一度やめた直前のものと余り変わら

ない形で復活をということだったんですが、市長

のお考えで市民に寄り添った事業に対して公平・

公正でというお話の中でいいますと、もう少しこ

の制度が、やめた経緯の中にも少し不公平という

か不公正なものがあったということもございまし

たので、しっかりと精査をして、それからでも追

加の予算で出してきてもよいのではないかと、き

ょうずっと聞いておりましてそのように思ったの

ですが、改めて、市長はどのようにお考えになっ

てこれを予算に組んできたのかお聞かせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） この高齢者外出支援タクシー

券の助成につきましては、実際に廃止をした経過

があるわけでございます。そのときに本当にきち

んと精査をした上で廃止になったのかどうか、私

はその当時はおりませんでしたのであれでしたけ

れども、今回、選挙戦に臨むに当たって、多くの

高齢者の方々からこの制度の復活、そういったも

のの声を大きくいただいたわけでございます。 

  実施に当たっては、やはり公平、そして不公平

のないような形で私は実施をしたいというように

申し上げてきたところであります。もう少しまだ

時間がございます。今議会で当初予算が議決をい

ただきました後、実施に当たってやはり細部につ

いてもきちんと詰める必要があるんだろうという

ように思っているところであります。 

  そういったものを踏まえた上で、今回多くの皆

様方が考えていらっしゃる、要望をしている、こ

のタクシー券の助成については実施をしてまいり

たいと考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 確かに突然やめてし

まったときには、ぜひ続けてくださいということ

を申し上げたのは、私もそう申し上げたんですが、

せっかく復活ということでございますので、また

始まったら不正があるとか不都合があるとかある

いは公平でないということが出ないように、ぜひ、

まだ今から半年はないですが少し時間がございま

すので、できるだけ市民の皆さん、高齢者の方々

が便利で使い勝手がよくてというものを、なかな

か難しいとは思うんですが、そういうものを構築

していただいて、これは進めていただきたいと要

望いたします。 

  次に、協働のまちづくりとそれから情報につき

ましては関連がございますので一緒にお聞きした

いと思いますが、協働のまちづくりと簡単に言い

ますが、とても難しいことでして、まちづくりの

指針ができてはおりますが、なかなかこのまちづ

くりの指針、すばらしいものなんですが、私も含

めまして言葉として理解ができても、現実に、じ

ゃ行政と私たち市民がどういう形で協働していく

のがいいかというのは難しいところがございます。 

  それで、協働のまちづくりというのは、情報を

共有することと市民がきちんと参加をしていくと

いうことが土台になって、それで開かれた行政で

あるということが求められています。 

  その中で、新庁舎をつくるときの中に市民活動

支援センターを入れるという計画がございました

が、実は、市庁舎がなくなってしまいましたらそ

の部分も先送りになりました。でも、市民活動支

援センターは市庁舎の中につくってほしいという

ふうに、多分、市民の協働のまちづくりの協議会

は要望していたわけではないので、協働のまちづ

くりを非常に支えていくことになるこの市民活動
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支援センターについての市長の考え方がもしござ

いましたらお聞かせください。まだそこまでお考

えがなければそれでもいいんですけれども。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 今まで進めてこられた新庁舎

の整備計画の中で市民活動支援センターも中に含

めた形で整備をするというお話は、私も、構想

等々、流れの中で確認をさせていただいておりま

す。 

  残念ながら、今回、庁舎建設の時期の延期とい

うふうなお話を申し上げた中で、市民活動支援セ

ンターについては、部局のほうと十分に調整をし

た上で、庁舎の整備計画と特にあわせる必要はな

いのかなという感じはしておりますけれども、こ

れについてはちょっと検討させていただくという

ことで、これから進めたいというように思います。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 地域活動あるいは市

民活動、協働のまちづくりということで、市民の

方たちがとてもたくさん話し合いをしているんで

すが、実は、去年の11月から12月にかけまして、

市民活動支援センター（仮称）の設置に関する市

民ワークショップというものが開催されておりま

す。 

  それの最後のまとめのところを私は傍聴したん

ですが、その最後のところで皆さんで得た結論は、

ハードの建物、市民活動支援センターというハー

ドを新しくて格好いいものをつくってほしいので

はなくて、考え方のソフトの部分をきちんと受け

取ってもらって進めてほしいというような意見が

出ておりました。 

  公民館は別にございますし、その他自治会の公

民館もございますし、いろいろ集まる場所はある

んですけれども、協働で物を行っていくというと

きの市民の側の拠点というのはやはり市民活動支

援センター、全国にいろいろありますが、そうい

うものが必要で、それは何も市の真ん中に１つで

ある必要もないと思っています。 

  ぜひ、これから廃校になる学校もございますし、

図書館は返すということを言っておりますが建物

はまだ使える状態でございますし、そういうとこ

ろを使ってでも一刻も早く、新しくはなくても活

動を支える支援センターを私は早く設置していた

だきたいということを、市長にこれは強く要望い

たしたいと思います。 

  それで、情報共有、情報提供につきましても、

なかなか言うは簡単なんですが、市民のほうに同

じように情報が提供されるということは少ないん

です。例えば何かやるときに協働でやろうと行政

のほうが提案をしても、その目的とか終着点がど

こなのか、あるいは予算がどのくらいあるのか、

市民の方々が何をどこまで、いつまで力を出さな

ければいけないのかということがはっきりしてい

ないと、市民の方々も不安になるわけです。何を

するんだろう、何を一緒にやってほしいというん

だろう、これにかかわったら１年なんだろうか、

あるいは５年なんだろうか、そういう不安がある

と、協働で行政と市民サイドが物事を進めていく

ことはできません。 

  防災もそうですし、今、地域を見守っていこう

と、孤独なお年寄りにしても障害がある人にして

も、そういう人を災害から守ろう、あるいは孤独

死をしないように守ってあげようというようなこ

とをしようと思っても、そこのところの情報がき

ちんと市民の方に伝わらないと一歩踏み出せない。

一歩踏み出せないとやっぱりいいものはできない

というのが、今いろいろなところで行われている

市民と行政の協働作業の実態ではないかと思いま

す。 
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  市役所の職員の方は、なかなか現場に出ていら

っしゃらない方もいらっしゃいますので、地域と

いうものがわかっていらっしゃる方とまだの方が

いらっしゃいますし、その辺のところを、市民は

ただのお手伝いをするのではないと、主体的にか

かわるためには足りない人員の補充ではないんだ

というようなことをきちんと行政のほうでわかっ

ていただいて、この協働のまちづくりというもの

をきちんと進めていただきたいというふうに思い

ます。ぜひよろしくお願いしたいと本当に心から

思うものです。 

  次に、４番目にいきます。市職員のあり方につ

いてなんですが、先ほど市長は、ずっと市民優先

の市政運営を行っていくと、きょうも何度もおっ

しゃいましたし、そういうことを前面に掲げて、

今、席に座ってらっしゃるんだと思います。 

  それで、まず最初にお聞きしたいのは、那須塩

原市の職員というのは那須塩原市民のための職員

であるべきだ、当たり前なんです、そういうもの

だと思っています。先ほど眞壁議員の質問の中に

も人材育成、人事評価のことが出ておりましたが、

やはり市長がきちんと市の職員を育てていかなけ

ればいけない、そういう役目があると思うんです。

市長は市職員をどのように育てていきたいと思っ

ていらっしゃるのか、改めてお聞きいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 先ほども答弁申し上げました

が、私が描いております市職員のあるべき姿、市

民のまず役に立つ職員、これが理想であろうとい

うように思います。市民の皆さんに寄り添う形で

きちんとやはり意見を受けると、そういった姿勢

が重要なんであろうというように思います。 

  以前から人材育成の基本方針というのができて

おります。そういった中で、職員のあり方、そう

いったものも私からもこれからは強くお話を申し

上げていきたいなというように思います。 

  まずは、この職員の中に多くのやはり優秀な職

員もたくさんいるわけです。そういった職員が十

分に能力が発揮できるような、そういった職場、

そして市民ときちんと接することができる、そう

いった職員、そういったものを私は目指していき

たいなと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 先ほど人事評価のお

話を眞壁議員がされたときに、市民感覚を持って

というようなことをおっしゃったと思うんですが、

市長にとって今のこの那須塩原市の職員は市民感

覚が大変あると思っていらっしゃるのか、あるい

は何か足りないものがあると思っていらっしゃる

のか、感覚の問題なんですがお聞かせいただきた

いなと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 難しい質問ではありますけれ

ども、100％市民感覚を持っているというふうに

はなかなか言いがたい部分も私はあるというよう

に思います。それをどう補完していくか、これが

市長の役割でもあろうというように思いますし、

職員一人一人の意識の改革、そういったものにも

力をこれから注いでいかなければならないと思っ

ているところであります。 

  何のために市役所があるのか、そういったもの

もきちんとやはり職員一人一人が理解をした上で

この仕事に当たるといったことが必要なんだろう

と私は思っております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 先ほどの答弁の中に、

私が示す方向性をもってというようなお言葉があ
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ったんですけれども、多分、市長は長く行政の中

でお仕事をしていらして、その後、普通の市民に

戻られて、また今度は市長ということでここに座

っていらっしゃるので、市民感覚はとてもおあり

だと思うんですけれども、その市長の思いとかさ

まざまな考え方をたくさんの職員に対してどのよ

うに伝えていくのか、わかっていただくのかとい

うことについて、何かお考えがあればお聞かせく

ださい。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） これは、私、まだ１カ月ちょ

っとでございますけれども、折に触れて職員と接

しながら私の考え方についてお話を申し上げて、

理解をいただけるような努力をこれからしてまい

りたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 先ほど初登庁のとき

の訓示でどんなことをということをお尋ねしたん

ですが、多分、幹部の職員に対してお話をされた

ことが、その幹部の方たちがご自分の部署に行っ

て、市長はこういうことだったよということをお

話しされてみんなに伝わっていっているんだと思

うんですが、なかなか、市長が若い職員とお話を

される機会というのはここにいらっしゃる管理職

の方よりは少ないのではないかなと私は察するん

ですが、その辺、何か新たに市長が20代の職員と

かあるいは30代の職員、あるいは外というかこの

庁舎ではないところで仕事をされている方々に対

して、ご自分の気持ちを直接伝えるというような

何か方策があれば教えてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 具体的な考え方、方法という

ことでございますけれども、まずは積極的に各職

場、そういったものをやはり私が巡回するという

のも一つの方法であろうというように思います。

また、年齢別に職員の方々と接する機会、そうい

ったものをこれから持てれば私の考え方をきちん

と説明ができる、そういった機会が設けられるの

ではないかなと思っているところであります。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 市長は、この那須塩

原に今住んでいる人たちを第一にという市政を進

めていきたいというふうにおっしゃいましたが、

その那須塩原市の市民が幸せに、笑顔いっぱいに

住んでいくためには、やはり職員がきちんと市民

に対してのサービスを行っていかなければいけな

いと思うんです。 

  先ほど市長は市職員が市民ニーズをきちんと的

確に捉えてということをおっしゃったんですけれ

ども、市民ニーズを捉えるということに対して、

どのように職員が市民ニーズを的確に捉えていく

のかということはとても難しいし、それができた

ら本当に市はすばらしいものができていくんだと

思うんです。 

  それに何か、イメージではなくて具体的な方法

として、市の職員700人なり800人なりがいろいろ

な地域の市民のニーズをいろいろな形で捉える方

法を何か考えていらっしゃることがあれば教えて

ください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） やはり各職場において市民の

皆さんと接している職員がたくさんいるわけです。

そういった対話の中で、市民の方が何を考えて何

を市役所に望んでいるのか、そういったものをき

ちんとつかんでいただくと、そういった努力をこ

れからしていっていただければいいなというふう

に私は思っているんです。 
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  まず、役所からご用聞き的な形ではなくて、や

はりそういった窓口あるいは訪問をした先でいろ

いろな形でお話ができるだろうと思います。そう

いう機会がたくさんあると思うんですね。そうし

た中で、多くの市民の皆様方が何を望んでいるの

か、そういったものをきちんとつかんでいただく

と、そういった努力を職員の方々にお願いしてい

きたいなと思っております。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） かつて車座談義とい

うのがございました。それもいろいろな問題があ

って今はなくなってしまったんですけれども、そ

のときに、地域を担当する職員がいてその方々が

市民の声を吸い上げてくることが全てできたかど

うかはわからないんですが、それも一つのいい方

法だったと思うんです。 

  今はほかにそういう機会を持っているかもしれ

ないですが、ぜひ現場に職員の方々に出ていただ

いて、自治会長さんも大切ですし民生委員さんも

大切なんですが、議員も市民の代表ではあるんで

すが、そうではないところの、そういう何か役職

を持っていない方のほうが市民11万7,000の中に

はたくさんいらっしゃるわけですので、そういう

方々と、市長みずからが車座になって話を聞くこ

とももちろんいいことなんですけれども、もう少

しそうではない方々が、本当に現場の声を聞くよ

うな中で、先ほどのタクシー券につきましても、

大きい人の声は届いていくと思うんですが、ひっ

そりとひとりで暮らしていらっしゃる方の嘆きと

か本当に困っていらっしゃる方の声はなかなか届

きませんので、やはり市民優先というのは、声の

大きい人たちだけではなくて、いろいろな方々の

声をいろいろな角度からいろいろな方法で聞いて

いただきたい。 

  市長にはそれができるのではないかと思ってお

りますので、そういうことを私は期待したいと思

いますし、そういう姿勢を市長が見せたならば職

員の方たちもおおらかに仕事ができていくのでは

ないかというふうに思っています。やはりきちん

とした仕事だけではなくて、その少し外側のとこ

ろから市民の声を吸い上げるという方法をぜひと

っていただけたらいいなというふうに思います。 

  次に、５番目に移ります。放射能対策について

です。 

  これだけは唯一、事業ということでお聞きをい

たしたいと思いますが、先ほどの答弁は私はがっ

かりいたしました。選挙のときには、市長は余り

大きな声ではおっしゃっていなかったんですが、

各種のアンケートとかあるいは小さなところで放

射能に対しての思いを語っていたと思うんです。

でも、今のご答弁は、何かこの地域はもう除染は

大方済んだよというように私には感じられました。 

  本当に市長がそのように思っていらっしゃるの

か、再度この放射能の対策についてお聞きしたい

んです。イメージで聞いてもあれなので、私たち

議会は、昨年９月に市民の団体の方から陳情が出

まして、それを採択している部分がございます。

ご存じですか。 

  ５つあったんですけれども、その中で特に、医

師による甲状腺エコー検査を希望者が受けられる

ようにしてほしい、それに対しての助成をしてほ

しいということが一つと、それと具体的な学校名

を出して、関谷小学校の除染をしていない部分を

再除染してほしいということと、もう一つ、関谷

の地内に南公園というのがあるんですが、今そこ

は大がかりな除染を始めているんですが、そこの

調整池を立ち入り禁止にしてほしいということ。 

  あとの２つは今現在やっていらっしゃるんです

が、もう一つの食品測定については、ずっとでき

るように時間をとってやってほしいというのもあ
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りましたが、この食品検査については、今いらっ

しゃる方をもう来年からは雇わないみたいなこと

になっているようなので、このように議会が採択

をしたものについて、市長がかわられたので、君

島市長の考え方をここで改めてお聞きしたいと思

います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 先ほど放射能の関係について

ちょっと答弁をさせていただきましたが、今まで

那須塩原市として除染に取り組んできた経過があ

るわけでございます。私は、今回の選挙に当たっ

て、私が考えている放射能に対する考え方を申し

上げてきたわけです。この庁舎、那須塩原市役所

の中で今まで進めてきたものと私が考えてきたも

のとの差があるということがあるわけでございま

す。 

  その辺のところについて、先ほど申し上げたと

おり、これまでの除染の経過、検証をした上で今

後の対応について検討していきたいというように

考えております。 

  先ほど質問がございました甲状腺のエコー検査

の関係につきましても、今まで那須塩原市として

は、現在ではその必要性、そういったものが見受

けられないというようなお話で対応してきた経過

があるようでございますので、これについては私

はするべきだというように考えを申し上げてきま

した。 

  いろいろな形で、市が考えている結果にたどり

着くまでにはいろいろなやはり課題があったんだ

ろうというふうに私も思います。今後、こういっ

たものをきちんと私も精査した上で、そして私が

考えているエコー検査、そういったものとの整合

性がどう図れるのか、それについては私はこれか

らも検討・研究を重ねていきたいなと思っている

ところであります。 

  現在、甲状腺のエコー検査を私は取りやめると

いうふうな思いではございません。必要があれば

これは実施するべきなんだろうなという思いを持

ちながら、きちんとした形でこれからも研究して

いきたいなというふうに思っているところであり

ます。残念ながら当初の中でやるというふうに言

えない部分がございましたので、これについては、

私もこれからきちんとやはり精査をしてまいりた

いなというふうに考えているところであります。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 多分、市長がもう行

政から離れていた５年ぐらいでしょうか、そのと

きは普通の市民であったんだと思うんです。そう

いう感覚の中でお考えになっていたことというの

は、市民感覚なんではないかというふうに思うん

です。 

  今そこに座っていらして私に対して答弁をして

いる市長の考えは、やはり行政のトップであると

いう立場だと思います。そのことは重々承知なん

ですが、せっかくその場にお座りになって、私か

ら見たら市長以外は今までと変わらないんです。

ここにいらっしゃる方、みんな同じなんですが、

市長ひとり違うんですね。そしてそのトップです

よね。この市役所の中の一番の司令官であるんだ

と思うんです。 

  そういう方が、私は暴走してほしいとは言って

いませんし、勝手なことをしてほしいなんて全然

思っていないんですが、やはり一市民であったと

きの感覚というのは大切にしていただきたいとい

うふうに思います。周りのここにいる20人、30人

の方がそれは変だと言ったときにも、すぐに、あ

あそうか、じゃ俺の考えは間違っているんだと言

うのではなくて、もしかしたら自分の考えがより

市民感覚に近いものだというのもあるかもしれま
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せんので、その辺のところは本当にきちんと精査

をしていただきたい。 

  それから、放射能の汚染に関しましては、３月

11日で５年がたつわけです。余りのんびりしてい

られる問題でもございませんし、この甲状腺を心

配している方々というのは、もしかしたらとても

考えをいっぱい持っていらっしゃる方だったり心

配性な方なのかもしれませんけれども、かつての

世界のチェルノブイリの事故に関しても、なかな

か経験値がないものですからいろいろな考え方が

あって、そういう中で市長は、市民を第一に考え

ると、そういうふうにおっしゃっている。 

  つまり、私は別に福島県のことを考えてくれと

言っているのではなくて、ここに今住んでいる那

須塩原市の11万7,000の中で割合は少ないかもし

れないけれども、やっぱりとても心配していらっ

しゃるお母さんやお父さんやおじいちゃんやおば

あちゃんがいらっしゃいますし、小学校につきま

してもスポット的に高いところがあるのは事実な

んです。 

  そういうことに対してやっぱり寄り添っていけ

るのが行政なんじゃないでしょうか。民間だった

らそれがもうかるとかもうからないとかというと

ころで判断をするけれども、市というのは、得す

るとか損するとかという費用対効果を考えなくて

も、やらなければいけないことというのをやれる

のがやっぱり行政で、それの最終判断ができるの

は市長しかいないと思います。 

  私たち議員が一生懸命市民の声を届けても、そ

れを受け取ってもらうのはやっぱり市長なんだと

思っておりますので、ぜひ、まだ就任して40日ぐ

らいということで大変短くもあり、全てのことに

きちんとした情報が入っていらっしゃらないかも

しれませんけれども、しっかり市民の声を聞いて

いただいて判断してほしいと思います。 

  放射能の対策については、たくさんいろいろや

っていらしたことはよく理解しておりますが、も

う何か終わりなんだよというような感覚だけはお

持ちにならないように、確かに不安は減ってはい

ますけれども、きっとまだ何十年たっても残り続

けていくものに対してやっぱり優しいまなざしを

持っていただきたいというふうに思います。 

○議長（中村芳隆議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０５分 

 

再開 午後 ３時１４分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） それでは２番目の質

問に移ります。 

  ２、教育行政について。 

  市長として教育行政についてどのようにかかわ

っていくのかについてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員の

質問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） ２の教育行政についてお答え

をいたします。 

  市長として教育行政についてどのようにかかわ

っていくのかとのご質問ですが、私は、教育すな

わち人づくりはまちづくりの根幹であると思って

おります。 

  首長と教育行政とのかかわりをめぐっては、昨

年度、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の一部か改正され、首長と教育委員会とが対等な

立場で協議・調整を行っていく総合教育会議が設
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置されるなど、首長と教育委員会との連携強化が

図られたところであります。 

  私といたしましても、この新たな制度を積極的

かつ有効に活用し、教育委員会と十分に意思疎通

を図りながら本市の教育の課題やあるべき姿を共

有し、教育委員会とともにより一層民意を反映し

た教育行政の推進を図っていき、まちづくりに生

かしてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） それでは、最初に市

長にお伺いしたいんですけれども、今、教育は人

づくりだということをおっしゃいましたけれども、

これまでの那須塩原市の教育について市長はどの

ようにお感じになっていたか、特に学校教育と生

涯学習の部分を分けてお話しいただければありが

たいです。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 私が那須塩原市役所におりま

したときとそれから離れた５年間の、そういった

比較でちょっと申し上げたいと思いますが、この

５年間、本当に教育関係、学校教育については新

たな進め方をされたなという感じはしております。

いろいろなやはり先進的な取り組み、そういった

ものを行ってこられたなと、そういうふうな思い

がしております。 

  それからもう一点、生涯学習という点でござい

ますけれども、これについてもやはりいろいろな

間口が広くなっている状況があるわけです。教育

といいますのは、ある一つの方向ではなくて、や

はり多方向のそういった対応が必要になってくる

んだろうというように思います。年齢的な問題も

ありますし、そういった対象がいろいろ、特に生

涯学習についてはあるわけですね。そういったも

のに対してきちんと対応が図られてきたなという

ような思いは私は持っております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） それでは、選挙中に

市長は結構、学校教育についていろいろなことを

語っていたと思うんです。現状認識をして、そし

て今後の方向性をというようなことを掲げていら

っしゃいましたが、改めて、今の那須塩原市の特

に学校教育に対しての現状認識、そしてこの点を

やはり強化していきたいというものがあれば、こ

の機会にしか聞くことができませんのでぜひお答

えいただけたらと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 選挙中にいろいろな意見を申

し上げてきました。今現在の学校教育の関係につ

いては、私は、間違った方法に進んでいるもので

はないというふうに思っております。 

  いろいろな先進的な取り組みがございます。Ｉ

ＣＴ教育、それから英語教育、そういったものが、

やはり県内あるいは全国的に見ても相当進んだ取

り組みをしているという状況があるわけでござい

ます。そういったものについてはやはり継続をす

べきだろうと私は考えております。 

  そのほかにもいろいろな形で教育、そういった

ものはまだまだ課題があるわけでございますけれ

ども、今回、教育委員会という組織がある程度形

を変えたということでございますので、総合教育

会議の中で、私が考えている教育に対する思い、

そういったものもやはりきちんと説明を申し上げ

ていきたいと思っているところであります。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） それでは、今、市長

がおっしゃられなかったことを少しお尋ねしたい
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んですが、学力に対しての考え方と、那須塩原市

の子どもたちのね、それと教師の責任の重さに関

して述べられていた部分があったと思うんですけ

れども、その点につきまして何かお考えがあれば、

現状認識としてあればお伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 市内の小中学校の学力につき

ましては、そんなに劣っているものではないと私

は思っております。ある一定のレベルまでには達

しているだろうと私は思っているところでありま

す。 

  それからもう一点、お話をいただいた内容につ

いて、これはこれから私が考えていかなければな

らない問題もあるわけでござますけれども、ぜひ

ともこれからの行政運営の中で取り組んでいくべ

きものだろうというように私は考えているところ

でございます。 

  そういった中で、いろいろな課題があるわけで

ございますけれども、そういったものには一つ一

つ誠心誠意対応をしていくというふうな対応で考

えていきたいというように思っております。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） それでは、生涯学習

については後に回しまして、学校教育のほうに特

化してちょっとお話しをお尋ねしたいと思うんで

すけれども、ＩＣＴとか英語教育とか、今、電子

黒板とかタブレットとか、いろいろ本当に私たち

のときには全くなかったようなものが入ってきて、

この４年、５年、とても学校環境は変わってきて

いると思うんです。 

  そういうことと、片方には、とても地味ではあ

りますけれども、読んだり、書いたり、話したり、

意思を通じ合う、コミュニケーションという言葉

を使っていますけれども、そういうものとか、友

達との関係とか、先生と子どもとのかかわり方み

たいなところというのも、やはり学校教育ではと

ても大切なものだと思うんです。 

  端的に言いますと、基礎学力については私はや

はり高くはないと思っております。県内というこ

とでいっても決して上から一、二番ではないです

し、全国ということでいいますともう、余りとい

うところだと思うんです。 

  それは、英語もＩＣＴもタブレットも電子黒板

もいろいろなものは大切なんです。何でもあって

悪くはないとは思いますが、きちんと計算ができ

たり、普通の漢字が書けたり、作文ができたり、

あるいはコミュニケーションができる、言葉、会

話ができるというようなことは、これは家庭でも

大切なんですけれども、学校で多くの人と、いろ

いろな方たちがいる中で学んでいくもので、それ

は５年や10年で結果が出るものではないのでとて

も難しいんですけれども、そういうところを並行

して、新しいものと連綿と昔から続いている学校

教育は、やはり両方ともきちんと育てていかない

とうまくいかないんだと私はずっと思っています。 

  そういう目で那須塩原市を見ていると、やはり

お金をそういうところに、機械にかけたり道具に

かけることに少し偏っているというか、少しそち

らにシフトしているのではないかなという感じが

いたしますけれども、その辺につきまして、市長

の感覚で結構です、どのように考えているか、読

み・書き、算数については十分だと思っていらっ

しゃるかどうかということについてお伺いしたい

と思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 決して私は新しい教育のほう

に全てシフトすべきだとは思っておりません。今

まで積み重ねてきた教育の考え方、方針、そして
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指導方法、そういったものは大変重要なものだと

いうふうに私も思っておりますし、それを両立し

ていく、そういったものがこれからは必要なんで

あろうというようには考えております。 

  先ほど私がちょっと答弁をしなかった点が一つ

ございましたが、教師の負担、そういったものに

ついては大変今現在重くなっているという状況に

あるなというように感じてはおります。この辺に

つきましては、教育長さんから実態についてはお

話をいただくほうが、より実態に即したお答えが

できるのかなというように思います。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） ありがとうございま

す。教育長からのお話は今後幾らでも聞けますの

で。つまり、私が今ここでなぜ市長にいろいろな

ことを尋ねているかといいますと、教育に関して

は、もう６月、９月になってしまったら何を聞い

ても全部こちらからの答えになってくるというこ

となので、まだ就任ほやほやとか就任されたばか

りの市長の、やはりまだ市民感覚を十分お持ちで

あろう市長に私は聞きたいということですので、

時間がもったいないので教育長にはまた後ほど十

分お聞きしたいと、ごめんなさい、そういうふう

に思っています。 

  それで、那須塩原市の教育行政をこの４年間ず

っと見てまいりました。市長さんがいらっしゃら

なかった４年間ということなんですが、非常に民

主的だったのかもしれません。 

  というのは、地方教育、60年たって今法律が変

わりまして、教育長の部分が変わったんですけれ

ども、市長部局は教育にかかわらないというよう

な、政治的な判断を持ち込まないというようなこ

とでずっとやってきていたと思うんです。 

  これは那須塩原市に限っての特化した話なので、

一般論ではないということは言っておきますが、

私が見た４年間というのは、那須塩原市は本当に

教育については教育部局に任せていた、非常に信

頼を持って任せていたんだというふうに思います。

言葉としてはそういう言葉になります。 

  それで、市長部局はかかわっていらっしゃらな

いように見えました。つまり、教育長のお考えが

非常にストレートに色濃く反映をした、特に学校

教育はそうだったというふうに思うんです。それ

は、評価をするものではなくてそういうものだっ

たと思います。 

  それで、今回法改正が行われたことによって総

合教育会議が設置されて、市長と教育委員会が一

緒になって教育を考えていこうというものが強く

なって、私は、那須塩原市にとっては非常によい

ことだというふうに思っているんです。 

  ちょうどその出発と市長の就任が重なったので

いいチャンスだと思ってお聞きしたんですけれど

も、やっぱり教育の課題というようなものは、小

学校と中学校だけではなくて、先ほど切れ目のな

いというようなことをおっしゃいましたけれども、

やはり生まれてからずっと生涯学習というように

お年をとるまで続いているものですので、教育部

局だけぽんと、つまり学校の部分だけ切り離して

そこに何かをやっても人間は育たない、人づくり

はちゃんとできないのではないかというふうに私

は思っておりますので、ぜひ市長は、那須塩原市

の学校教育に関してしっかりとした考え方で総合

教育会議に臨んでいただきまして、那須塩原市の

行政の中で学校教育がどうあるべきだということ

を切れ目のない形で考えていただきたいというこ

とを私は強く要望するものです。 

  もちろん、教育長、あるいは教育部長、教育委

員会、とても頑張っていらっしゃるんですけれど

も、学校というところはやっぱり閉鎖した社会で

すので、ぜひそうではない部分のものを入れてい
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ただいて、今、予算、多分15％ぐらいでしたか、

教育予算があると思うんですが、そういうものの

使い方につきましてもぜひ市長のほうで、３月の

補正予算のところで私、質問したんですけれども、

ＬＡＮの問題とかパソコンのこととか、私、余り

よくわからないところなんですが、そういうもの

の設計などを外に任せていたら組み替えなければ

いけないというような予算現額が出ていましたけ

れども、そういうことも含めてきちんと、子ども

たちに何を与えたらいいのか、タブレットが本当

にいいのか、パソコン本体を渡したほうが子ども

のためにはいいのではないかという考え方もあり

ます、一方で。 

  そういうことまでしっかりと、なかなか先生方

も市の職員もプロではないと思いますので、その

辺、きちんとした考え方、まだ発展途上だとは思

うんです、そのＩＴＣなんていうのは。それをス

トレートに学校に持ってきて、使い勝手のよくわ

からない先生もいらっしゃるようなので、その辺

のところを精査していただいて、せっかく使う予

算を無駄のない形で子どもたちのために使ってい

ただきたいというふうに思います。 

  次に、生涯学習に移ります。教育の問題は学校

だけではないので。 

  先ほど市長は、公民館を市民センターで、先ほ

どの質問の中で市民センターとか地域自治センタ

ーにというようなお考えがあるということでした

が、少なくとも今までは公民館をそのような、市

民センターというような位置づけをしてはいなか

ったと思うんです。ということは、市長は生涯学

習に関して方針の転換をしたというふうに受け取

ってよろしいのでしょうか、お聞かせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 今まで那須塩原市の教育委員

会が進めてこられた生涯学習の方針、これを全て

変えるということでは私は考えておりません。 

  そういった中で、今まで各公民館が行ってきた

事業、あるいは地域にあってのその公民館の位置

づけ、そういったものを全く私は壊すつもりは持

っておりませんし、これからあそこでどれだけの

行政の事務、そういったものができるのか、それ

をちょっと検討したいというお話であります。公

民館活動、それプラス行政としてのそういった役

割がそこに置けないか、そういったものを私はち

ょっと考えたわけでございます。 

  最終的には、公民館職員ではなくて行政職員を

そこに何人か配置するということも将来的には検

討していく必要があるんだろうと、実践に当たっ

てはですね。その辺のところをちょっと早急に研

究したいなと思っているところであります。 

  ですから、今まで進めてきた生涯学習の方針を

全く変えるつもりではないということ、そこにプ

ラスアルファをした形でそういった活動、施設の

活用ができないかというふうな考え方でございま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 教育行政というのは

このほかにスポーツ振興の課もあるんですけれど

も、ちょっときょうはそこまではいきませんので

それはおいておきますが、とても広くて職員も多

くて、公民館に関しても15の公民館に職員が張り

ついているという形の中で、部は１つで、学校教

育と生涯学習は続いているようで続いていない。 

  今のお話など聞いていますと、公民館をそうい

うふうに市民センターみたいなことにすると、ど

ちらかというとそれこそまちづくりのほうなのか

なというような感覚もいたしますので、市長とし

ましては、今の教育部ですね、教育委員会あるい

は教育部の組織編成などのことも将来的にはお考
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えなのかどうかお尋ねしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 現在はそこまでは私は考えて

おりません。あくまでも公民館というのは教育部

の中にあるものだというように私は思っておりま

すし、そこにどれだけ行政としての業務、仕事が

入れられるのか、それをちょっと研究したいとい

うふうに考えているところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 先ほど職員のことを

お尋ねしたんですけれども、今、短い時間であっ

ても市長のお考えを私は聞いて、存じ上げなかっ

た部分もありましたし、ああ、それは選挙のとき

に言っていたなということもあったんですが、少

なくとも今私と話したくらいのことは那須塩原市

の職員は皆さんわかっていらっしゃるんでしょう

か。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） わかっていただけているなと

私は思っておりますが、さらに今私が答弁をずっ

と申し上げてきたものについても庁内にきちんと

やはりお話をする、そして検討をしていただくよ

うな、そういった体制をつくっていければという

ように思っております。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） ぜひ市の職員、例え

ば今こうやってやりとりをしている部分を見てい

らっしゃれる方というのは、仕事中なので、ここ

にいらっしゃる方以外はなかなかいないと思うん

ですけれども、やっぱり市民に寄り添った、市民

を中心に市長のおっしゃる市政を、方針を進めて

いくためには、やはり市長の考えがきちんと職員

に伝わっていなければいけないものだと思います

し、特に教育行政につきましては28年度は転換期

だと思うんですね。 

  国の法整備が変わるということに関しては、那

須塩原市の場合は、先ほど言ったようにお任せの

部分が多かったように私には見えますので、必要

な部分についてはこちらの市長部局と連携をきち

んととっていただきまして、ブレーキをかけると

ころはかけなければいけないし、もっと方針を、

方針まで余り立ち入ってはいけないのかもしれな

いんですが、こういうふうな考えもあるんじゃな

いかぐらいのお話はきちんとされて、那須塩原市

の教育、人づくりをきちんと進めていっていただ

けたらなというふうに思います。 

  少し生意気なことを申し上げたかもしれないん

ですが、やはり教育については、先ほども申し上

げましたように、たくさんのお金を使って新しい

ことをされている、それは評価をするところなん

ですが、それが本当に子どもにとってプラスにな

っているのか検証は難しいんです。難しいからこ

そ、やはり使うところの入り口のところできちん

と精査をして、十分に考えて、そしてゴーという

ふうに結論をきちんと出していただく、それがで

きるのは市長しかいないと思いますので、ぜひし

っかりとした教育行政をこれから進めていただき

たいというふうにお願いいたします。 

  ３番目の質問に移ります。 

  ３、議会との関係について。 

  市政運営に当たって議会との関係をどのように

していくのか市長の考えを伺います。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員の

質問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） ３の議会との関係についてお

答えをいたします。 

  ２月３日の臨時会での挨拶の中でも申し上げま
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したとおり、円滑な市政運営に向けて議員の皆様

との対話を大切にしながら、市民の皆様、そして

市民の代表である議員の皆様の声に常に耳を傾け

ながら、一つ一つの事業に対し丁寧に取り組んで

まいりたいと考えております。 

  議員の皆様と意見を交わす場面といたしまして

は、定例議会を初めとして、議員全員協議会、会

派代表者懇談会などがございます。そうした機会

を大切に生かし、議会への情報の積極的な提供と

共有を図るとともに施策への理解を賜りながら、

市政運営の両輪として円滑な市政運営に努めてま

いりたいと考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 議会との関係につき

ましては、私からもうこれ以上申し上げることは

ございません。今の市長のお言葉、しっかりと受

けとめまして、市長もそういう考え方をずっと続

けていただいて、議会と市長との二元代表制とい

うことでしっかりと市政運営をしていっていただ

きたいなというふうに思います。 

  本日は、市長就任後初めての会派代表質問とい

うことで、これからの市政運営の考え方を幾つか

の視点から伺いました。このたび伺ったことは、

政策の内容や事業の詳細ではなく、市長が今後ど

のような考えで、何を思ってその理念をもとに政

策や事業を推し進めていこうとしているのかとい

うことを伺ったつもりでございます。 

  全ての内容について聞けたかどうかは不安が残

るところではございますが、今回、市長の考え方

につきましてはしっかりと受けとめたと思ってお

ります。 

  会派かがやきといたしましては、協働のまちづ

くりという視点や理念を持って、それを目指して

議会活動を行ってきておりますし、これからも議

会の中での質問につきましては常に協働のまちづ

くりということを基本にして、市民の目線でしっ

かりとチェックをしていくつもりでございます。 

  市民優先を掲げて当選した市長は、さまざまな

課題が山積する本市の司令塔として、このまちの

ために、新規事業だけではなく全ての事業や施策

に温かい目線を持って執行していただけるものと

思っております。そして、職員とともに、市民と

協働して住みやすいまちづくりのために、地味で

あっても着実な市政運営を行っていただきたいと

願っています。 

  さらに、君島市長には、責任と断固たる決断力

を持って４年間の市政運営をしていただくことを

大いに期待して、これをもってかがやきの会派代

表質問を終わりにいたします。大変ありがとうご

ざいました。 

○議長（中村芳隆議員） 以上でかがやきの会派代

表質問は終了いたしました。 

  以上で会派代表質問通告者の質問は終了いたし

ました。会派代表質問を終わりたいと思いますが、

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  会派代表質問を終わります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（中村芳隆議員） 以上で本日の議事日程は

全て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時４２分 




